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介護保険の理念 (介護保険の保険給付とは ) 

 

 

介護保険法第２条 

１  介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うも

のとする。 

 

２  保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われ

るとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。 

居宅介護支援事業所は、適切なアセスメントの上で、利用者の心身の状況等を把握し、真に必要なサ

ービスを中立公正な立場から居宅サービス計画に位置付け、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪

化の防止を図ることが必要である。 

 

３  保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の

選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設か

ら、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 

高齢者はサービスの受け手という意識から十分な意思表示ができないことがあることから、サービスや

支援の提供の際には、たとえそれが善意によるものであったとしても、常に十分に利用者の意思を確認

し、利用者の立場に立った対応を行う必要がある。提供者側が一方的に行う内容では、利用者の自発的

な意思によるものとは言えない。 

居宅サービスは在宅における総合的な介護サービスの提供が基本となっており、居宅介護支援事業所

を中心として、各サービス事業所との連携のほか、市町村やボランティア等地域資源の活用や連携が必

要である。 

 

４  保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な

限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

うに配慮されなければならない。 

サービス提供の内容や水準は、利用者の居宅での自立した生活が保障されるものである必要があり、

居宅介護支援事業所は、利用者にとって真に必要なサービスとは何かをモニタリングによって常に把握

し、居宅サービス計画の変更等について検討を行わなければならない。 

サービス担当者会議は、実際にサービスを提供している各居宅サービス事業者が課題や問題点等を

出し合い、適正な居宅サービスの位置付けや個々の介護サービス計画の立案に資するものでなければ

ならない。 
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利用者本位のサービス提供  

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者と事業者の対等な立場の構築 

利用者の立場の理解 

理解 

利用者の立場に立ったサービス提供 

 

 

 

利用者本位の 

サービス提供 

 

 

 

 

 

 利用者の立場を踏まえた事業者による意識的な利用者へのアプローチ 

（利用者への積極的な情報開示、分かりやすく丁寧な説明） 

事業者は、利用者への情報開示や情報提供に当たっては、決して事務的にならず、利用者に積極的にアプ

ローチを行うとともに、利用者から積極的に希望や質問を言えるような雰囲気づくりを行う等、事業者と利用者が

対等な立場となることを意識する必要がある。 

また、障がい特性等利用者の心身の状況に合わせた説明の仕方の工夫等を積極的に行う必要がある。 

 

 重要事項説明の重要性 

「重要事項説明書」は、利用者にとって、どのようなサービスを受けられるのか、サービスを受けるに当たって

の留意事項は何かを知り、事業所を選択する判断材料であることから、懇切丁寧な説明を行う必要がある。 

重要事項説明の不備は、サービスに関する利用者とのトラブルや利用者の不利益となることがあるので、十分

留意する必要がある。 

【過去の主な指導事項】 

○「重要事項説明書」の説明、交付いずれかの手続が行われていない 

○「重要事項説明書」に事故発生時の対応、苦情相談の窓口、苦情処理の体制及び手順等必要な事項が 

記載されていない 

○「重要事項説明書」と「運営規程」とで営業日時、通常の事業の実施地域等の項目に相違がある 

                                                               など 

利用者と事業者の対等な立場の構築 

（利用者が自由な選択ができる環境づくりを行うこと） 



4 

 

 

 

 

 

 

 

① 身近にある人権 

 高齢者の人権 

年齢を重ねるにしたがって体力が低下することは避けることはできませんが、個人差もあり、高齢期になっ

ても意欲的に社会参加している人はたくさんいます。年齢だけを理由に社会参加する機会を奪うことがあって

はなりません。 

高齢者が、社会の重要な一員として尊重され、就業をはじめ多様な社会活動に参加する機会が確保される

社会を形成することが必要です。 

 また、高齢者に対するあらゆる形態の虐待をなくさなければなりません。すべての人が年齢を重ねるごと

に充実感を感じ、健康かつ安全な生活を送ることができる、持続可能で適切な支援を提供する必要がありま

す。このような取組を通じて、活力ある高齢社会を築くことが必要です。 

 

 障がい者の人権 

身近なところで障がいのあるひともない人も当たり前に暮らす・・・そのためになくてはならないことが「バリ

アフリー」です。「バリアフリー」とは、行動や人間関係をさまたげるバリア（壁）をなくしていくことです。 

解消しなければならないバリアの一つに、一人ひとりのこころのバリアがあります。障がい及び障がいのあ

る人に対する理解と認識の不足から、就労における差別や入居拒否などの問題、社会福祉施設などの設置

に際して地域住民との摩擦（いわゆる施設コンフリクト）が発生するなどの問題もあります。 

一人ひとりが、こころのバリアをなくしていくことが必要です。 

 

 同和問題 

同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造により、日本国民の一部の

人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、現在でも日常生活の上で差別を受けるな

どの日本固有の人権問題です。 

財政上の特別措置としての同和対策事業は平成 14(2002)年で終了しましたが、インターネット上での差別

的な書き込み等の差別事象が発生しており、同和問題が解決されたとは言えない状況であり、大阪府では総

合相談事業の実施による相談の受付や人権総合講座の開催、人権啓発誌の作成・配布による啓発を行って

いるところです。 

平成 28(2016)年に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」の趣旨も踏まえ、引き続き同和問題

解決に向けた取組を推進しています。 

 

利用者の立場の理解 
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 外国人の人権 

大阪府には、166か国・地域、約24万6千人の外国人が暮らしており、府民の36人に１人が外国人とい

う計算になります（令和3（2021）年12月31日現在）。 

差別落書きのほか、外国人であることを理由にした入居等の拒否といった差別的な対応が起こったり、賃

金や労働時間が日本人と異なるなど、就労において不利益な扱いを受けたりする事例もあります。また、日

本語での会話やコミュニケーションがうまくいかなかったり、騒音やゴミ出しなど文化や生活習慣の違いによ

り住民と摩擦が生じたりする事例もあります。 

 大阪府で暮らしている外国人の約４割は韓国籍・朝鮮籍の人です。その多くは日本が朝鮮半島を領土と

していた歴史的経緯により、第二次世界大戦以前から暮らしている人とその子孫です。現在、この人たちの

中には、差別を避けるため、本名ではなく日本名（通名）で生活する人もいます。 

 

 ＨＩＶ陽性者の人権 

ＨＩＶ感染症に対する誤った知識や偏見から、感染を理由とした就職拒否や入居拒否などの人権侵害が起

こっています。 

ＨＩＶは、陽性者と一緒にいても日常生活での接触で感染することはありません。主な感染経路は性行為

で、誰もが感染する可能性がありますが、コンドームを使用するなど正しい知識を持って行動することで、感

染を防ぐことが可能です。また、ＨＩＶに感染しても、現在では医療の進歩により、治療を続けながら感染する

前と同じ生活を続けることが可能です。 

一人ひとりが正しい知識を持ち、ＨＩＶ陽性者が安心して学び、働き、生活できる社会を築くことが必要で

す。 

 

 ハンセン病回復者の人権 

ハンセン病とは、らい菌によって引き起こされる病気です。しかし、らい菌の病原性は非常に低く、感染す

ることはきわめてまれであり、感染しても発病する人はさらに少なくなります。また、優れた治療薬が開発され

ていて、早期発見・早期治療により後遺症を残さずに治る病気になっています。 

明治時代に「ハンセン病は感染症」という情報が日本にも入ってきましたが、それまで信じられていた遺伝

病説は完全には消えず、それに加えて必要以上に感染症であることが強調され、社会に広まりました。法律

による強制的な隔離政策が平成８(1996)年に「らい予防法」が廃止されるまでの間進められ、そのことが社会

の偏見や差別意識を助長し、患者やその家族に大きな苦難と苦痛を強いてきました。 

過去にあった宿泊拒否に見られるように、病気に対する根強い誤解や無理解がハンセン病療養所入所者

の地域社会への復帰や交流を妨げています。入所者が地域社会へ復帰・交流することのできる環境をわた

したちみんなで早く整え、二度とこうした間違いが起こらないようにしていくことが必要です。 
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 こころの病 

「こころの病」と言っても、種類も症状もさまざまで、原因が分かっていないものが多くあります。例えば、う

つ病と診断された場合でも、ストレスがきっかけの場合もあれば、身体の病気と関係していることもあります。 

こころの病で通院や入院をしている人たちは、国内で４１９万人（平成２９(2017)年厚生労働省患者調査）で

す。また、生涯を通じて５人に１人がかかるとも言われています。しかし、「こころの病は特別な人がかかるも

の」という、古くからの慣習や風評などから生じる先入観や偏見が解消されたとは言えず、また、このため生き

づらさや生活しづらさに苦しんでいる人たちがいます。 

こころの病は誰でもかかりうる病気であり、こうした先入観や偏見にとらわれないことが大切です。 

 

 性的マイノリティの人権 

「生物学的な性」（からだの性：生物学的な体の特徴が男性か女性か）と「性自認」（こころの性：自分の性を

どのように認識しているか）が一致している人や、「性的指向」（恋愛感情や性的な関心がどの性別に向いて

いるか）が異性に向いている人が多数派とされる一方で、これらにあてはまらない性的マイノリティ（少数者）

がいます。性的マイノリティの人権問題に関する社会の理解はまだ十分に進んでおらず、差別や偏見が存

在する中、多くの当事者が生きづらさを感じています。 

近年、国内で行われた複数の民間の調査結果によると、性的マイノリティの人は全人口の約３～１０％いる

といわれています。全人口の１０％というと約１０人に１人の割合です。生きづらさを感じている当事者は、あ

なたの周りにもいるかもしれません。 

性のあり方は人それぞれです。大切なのは、その人がどれに当てはまるかを考えるのではなく、何に困っ

ているかを一緒に考える意識や態度を身につけることです。 

 

 個人情報保護 

個人情報は、わたしたちが日常生活や事業活動などを営んでいく上で、その利用が必要不可欠なもので

す。一方、その内容に誤りがあったり、本人に無断で収集や提供がなされた場合、プライバシーなどの個人

の権利や利益を侵害するおそれがあります。 

平成15(2003)年に制定された「個人情報の保護に関する法律」（個人情報保護法）では、国・地方公共団体

の責務や個人情報取扱事業者の義務等を定めており、この法律に基づき、国・地方公共団体は自らが保有

する個人情報の保護に関する法律や条例を定め、また、個人情報保護委員会等では個人情報取扱事業者

が守るべきガイドラインを定めています。 

大阪府では、大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例を令和５年４月１日から施行しています。 

 

 

《大阪府人権白書 ゆまにてなにわ ver.36 から抜粋・要約》 
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生活への満足感や生活の充実度は、一人ひとりの利用者が生活してきた生活様式や生活習慣、

考え方、価値観、生活信条、家族の状態、生きてきた時代背景等によって人それぞれ異なり、特に

高齢者には 65年以上の人生の重みがある。 

このため、サービス提供に当たっては、身の回りの介護だけでなく、広い範囲での主体的な生活

活動を支援するといった観点に立ち、画一化して対応するのではなく、一人ひとりに着目して考え

るという視点が極めて大切である。 

そのためには、利用者の尊厳の保持とプライバシーの保護を基本に据えることが不可欠であり、

事業者は継続的な取組を行う必要がある。 

 

【利用者の立場に立ったサービス提供の視点】 

 日常生活の支援において、いかなる場合であっても強制的な言動、暴言、体罰、差別的な言動をしていな

いか 

 介護や運営の効率化を重視するあまり、日常生活に不必要な規制や行動制限を強いていないか 

 記憶障がいや認知力、判断力の低下等認知症に関する症状があることをもって、直ちに主体性や自己決

定する能力がないと判断していないか 

 視覚障がい者や聴覚障がい者、言語障がいのある人、外国人等、文字や話し言葉によるコミュニケーショ

ンに困難がある人に対して、点字や手話、身振り手振り、カード、絵文字等の手段を柔軟に用いて意思疎

通の円滑化に努めているか 

 サービス提供に当たっては、ＡＤＬや介護の必要度等現在の状態からだけで利用者を理解するのではな

く、一人ひとりの生きてこられた時代背景についての知識を積み重ね、豊かな想像力をもって利用者の永

い人生に思いを馳せ、その延長線上で現在の状況を理解しているか 

 人格を尊重し、年長者に対する礼を尽くし、不快な言葉や子ども扱いした言葉を使わず、暖かで親しみや

すい雰囲気を持った会話を心がけているか 

 常に利用者の意向や希望を確認し、反映させるよう努めているか 

 介護者には仕事を通じて知り得た情報について守秘義務があり、普段の会話でも話題にしないよう気を付

けているか 

利用者の立場に立ったサービス提供 

（一人ひとりに着目したサービス提供を行うこと） 
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9 
 

介護保険施設等に対する指導及び監査の実施方法 

 

所    管    庁 事        業        者 
  

 

集 団 指 導 

○一定の場所に対象事業者を召集し、講習会方

式又はそれに準じた方式により指導 

○指導内容 

・運営指導における主な指導事項 

・指定等の基準及び介護給付等の算定方法 

・介護保険制度の改正等の内容  等 

実施通知 

出席（視聴） 

集団指導 対象施設等 

指定又は許可を受けている全ての指定介護老人福祉

施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設

及び指定地域密着型老人福祉施設入所者生活介護事

業者 

運 営 指 導  

実施の根拠法令及び目的、実施日、実施時間、

実施場所、準備すべき書類、運営指導担当者

等をあらかじめ対象施設等に通知して実施。

ただし、緊急を要するもの等については、当

日通知して実施 

 

○施設等又は法人事務所の所在地等におい

て、対象施設等から事前又は当日に提出を

受け、又は閲覧に供された書類等を審査す

るとともに、当該施設等の管理者等からヒ

アリングを行うことにより実施 

 

○指導内容 

①介護サービスの実施状況指導 

個別サービスの質（施設・設備や利用者

等に対するサービスの提供状況を含む）

に関する指導 

②最低基準等運営体制指導 

基準等に規定する運営体制に関する指導

（③に関するものを除く。） 

③報酬請求指導 

加算等の介護報酬請求の適正実施に関す

る指導 

※適切でない請求が行われている場合は是 

正するよう指導（必要に応じて過誤調整） 

 

運営指導 対象施設等 

【一般指導】 

全ての施設等の中から、別に定める基準により選定し

計画的に実施 

【合同指導】 

厚生労働省、大阪府又は他市町村と合同で運営指導

を行うことが必要と認められる施設等を対象とし、適宜

実施 

 

実施通知 

指導実施 

監        査 

実施の根拠法令及び実施日、実施時間、実施

場所、監査担当者等を、監査開始時に施設等

に通知して実施。ただし、運営指導を実施中

に監査に変更した場合は、口頭により当該事

項を含め監査を実施する旨通告して実施 

 

【行政上の措置】 

○指定基準違反等が認められた場合、期限を定

めて基準を遵守すべきことを勧告 

○正当な理由がなく勧告に係る措置をとらな

かったときは、期限内にその勧告に係る措置

をとるべきことを命令 

※期限を経過し、なお相当期間を経た後も改     

善されない場合は、指定取消し等の処分対象 

監査 対象施設等 

次のいずれかに該当する行為がなされたあるいは疑わ

れる施設等 

・サービスの内容及び請求について、基準等に従ってい

ない 

・介護報酬請求の不正 

・不正の手段により事業者指定又は許可を受けた 

・利用者に対する虐待 

監査実施 

改善報告 

実施通知 

 

 

以下の監査対象に該当する場合は、監査を実施 

改善報告 

改善勧告 

改善命令 

再指導 

行政処分 
監査の結果、介護保険法に規定される
指定又は許可の取消し処分等に相当す
る事実が確認された場合は、聴聞又は
弁明の機会の付与を経て行政処分 

 
欠席した施設等に対しては個別に指導すること

あり 

【行政上の措置】 
指定又は許可の取消し又は 
指定又は許可の全部若しくは一
部の効力の停止 
【経済上の措置】 

不正受給した介護報酬の返還

及び加算金の徴収(40/100) 



対象施設等 指導の目的等

対象施設等

完　　　了

介護保険施設等に対する指導及び監査フロー図

完 了　　　　　《出席》

指
 
 
 

導

個別指導

完 了

再 指 導

《期限までに改善された》

　　　　　《欠席》

《期限内に改善された》

《 期 限 内 に 改 善 さ れ な
かった》

1
0

《期限までに改善されな
か った》

《期限内に改善されな
かった》

完 了

監
　
　
査

完 了《期限内に改善された》

集団指導

運営指導
適正・おおむね適正

改善が必要

監 査

聴聞又は
弁明の機会の付

与

指定（許可）

直ちに指定（許可）取消し等
には至らないが、改善が必要
と認められる場合

指定（許可）取消し等の事
由に該当する場合

公 示
（公報登載）

結果通知

結果通知

改善勧告

改善報告書

処分通知

改善報告書

改善命令

たび重ねて指導を行っても改善が行
われない場合は、監査へ移行

次のいずれかに該当する行為がなされたある
いは疑われる事業者

・サービスの内容及び請求について、基準等
に従っていない
・介護報酬請求の不正
・不正の手段により指定（許可）を受けた
・利用者に対する虐待

指定又は許可を受けている全ての施設等

【一般指導】
全施設等の中から、別に定める基準により
選定し計画的に実施

【合同指導】
厚生労働省、大阪府又は他市町村と合同で
運営指導を行うことが必要と認められる施
設等を対象とし、適宜実施

施設等全体のレベルアップを図ることを主眼として、介護保険法・制度の趣旨・
目的の周知及び理解の促進及び介護報酬に係る過誤・不正請求の防止の観
点から算定要件等の周知等、介護保険制度の適正な運営を図る

「サービスの質の確保と向上」「利用者の尊厳の保持」「高齢者虐待防止法

の趣旨」「適正な介護報酬の請求」等の観点から、施設等所在地において、

関係書類の閲覧とヒアリングを元に指導

①介護サービスの実施状況指導
個別サービスの質（施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を

含む）に関する指導

②最低基準等運営体制指導
基準等に規定する運営体制に関する指導（③に関するものを除く。）

③報酬請求指導
加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導

※適切でない請求が行われている場合は是正するよう指導
（必要に応じて過誤調整）

改善報告書

期限を経過し、なお相当期間を経
た後も改善されない場合は、行政
処分の対象

指定（許 可）の
全 部 又 は 一 部
の効力の停止

行政処分

行政処分

返還命令返還額の確定
加算金の賦課

取消処分により事業者指定に係る欠格事由該当者となる者
＝ 当該指定取消し等に係る聴聞通知（行政手続法第15条）があった日前60日以
内に

役員等＊であった者

＊役員
イ 業務を執行する（合名会社、合資会社、合同会社の）社員・（株式会社

の）取締役・執行役又はこれらに準ずる者（社会福祉法人等の理事）
ロ 相談役、顧問等の名称を有するかどうかは問わず、イに掲げる者と同

等以上の支配力を法人に対し有するものと認められる者

＊事業者の使用人であって、事業者の事業所又は事業者が開設した施設を
管理する者

公 示

（公報登載）

次のいずれかに該当する行為がなされたあるいは疑われる
場合
・サービスの内容及び請求について、基準等に従っていない
状況が著しい
・介護報酬請求の不正
・不正の手段により指定（許可）を受けた
・利用者に対する虐待

過誤調整
不適正な報酬算定
が見受けられる場合

過誤調整
不適正な報酬算定が
見受けられる場合

勧告に従わなかったとき

公 表

保険者

保険者

保険者
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介 護 保 険 施 設 等 の 指 定 取 消 し 等 の 規 定【介護保険法】 

 

【指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】 

条文（参照条文を太字で表記） 参 照 条 文 

（指定の取消し等） 

第七十八条の十 市町村長は、次の各号のいずれかに

該当する場合においては、当該指定地域密着型サー

ビス事業者に係る第四十二条の二第一項本文の指定

を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若し

くは一部の効力を停止することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の

二第四項第四号の二から第五号の二まで、第九号（第

五号の三に該当する者のあるものであるときを除

く。）、第十号（第五号の三に該当する者のあるも

のであるときを除く。）、第十一号（第五号の三に

該当する者であるときを除く。）又は第十二号（第

五号の三に該当する者であるときを除く。）のいず

れかに該当するに至ったとき。 

 

 

 

 

 

第四十二条の二第一項本文 

第四十二条の二 市町村は、要介護被保険者が、当該市町村（住所地特例適用被保険者である要介護被保険者

（以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。）に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市

町村を含む。）の長が指定する者（以下「指定地域密着型サービス事業者」という。）から当該指定に係る地

域密着型サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型サービス（以下「指定地域密着型サービス」

という。）を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定地域密着型サービスに要した費用（地域密

着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型

特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用については、食事の

提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除

く。以下この条において同じ。）について、地域密着型介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保

険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密

着型サービスを受けたときは、この限りでない。 

 

 

第七十八条の二第四項 

四の二 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

であるとき。 

五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰

金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行

を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

九 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第六号まで

又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

十 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうちに第四号の二から第五号の三
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二 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の

二第六項第三号から第三号の四までのいずれかに該

当するに至ったとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の

二第八項の規定により当該指定を行うに当たって付

された条件に違反したと認められるとき。 

 

 

四 指定地域密着型サービス事業者が、当該指定に係

る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員につ

いて、第七十八条の四第一項の市町村の条例で定め

る基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又

は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに

まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

十一 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第

六号まで又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。 

十二 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その管理者が第四号の二から第

五号の三まで、第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。 

 

 

第七十八条の二第六項 

三 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第一号又は前三号のいずれ

かに該当する者のあるものであるとき。 

三の二 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうちに第一号の二又は第二号

から第二号の三までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

三の三 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管理者が第一号又は第二

号から第二号の三までのいずれかに該当する者であるとき。 

三の四 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その管理者が第一号の二又は

第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者であるとき。 

 

 

第七十八条の二第八項 

８ 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するため

に必要と認める条件を付することができる。 

 

 

第七十八条の四第一項 

第七十八条の四 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基

準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型サービスに従事する従業者を有しなければならな

い。 

同条第五項 
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従事する従業者に関する基準を満たすことができな

くなったとき。 

 

 

 

 

 

五 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の

四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サー

ビスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適

正な指定地域密着型サービスの事業の運営をするこ

とができなくなったとき。 

 

 

六 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の

四第八項に規定する義務に違反したと認められると

き。 

 

 

七 指定地域密着型サービス事業者（地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護を行うものに限る。）

が、第二十八条第五項（第二十九条第二項、第三十

条第二項、第三十一条第二項、第三十三条第四項、

第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び

第三十四条第二項において準用する場合を含む。第

八十四条、第九十二条、第百四条及び第百十四条の

六において同じ。）の規定により調査の委託を受け

た場合において、当該調査の結果について虚偽の報

告をしたとき。 

 

 

八 地域密着型介護サービス費の請求に関し不正があ

ったとき。 

 

５ 市町村は、第三項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号までに掲げる事項については、厚生労働省

令で定める範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定

地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。 

〇 寝屋川市指定居宅サービス事業者等の指定並びに指定居宅サービス等の事業等の人員、設備及び運営等に

関する基準を定める条例（平成30年寝屋川市条例第55号） 

 

 

第七十八条の四第二項 

２ 前項に規定するもののほか、指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条

例で定める。 

〇 寝屋川市指定居宅サービス事業者等の指定並びに指定居宅サービス等の事業等の人員、設備及び運営等に

関する基準を定める条例（平成30年寝屋川市条例第55号） 

 

 

第七十八条の四第八項 

８ 指定地域密着型サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく

命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 

 

 

第二十八条第五項 

５ 市町村は、前項において準用する前条第二項の調査を第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業

者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設（以下

この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。）又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定める

ものに委託することができる。 
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九 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の

七第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若し

くは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報

告をしたとき。 

 

 

十 指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係

る事業所の従業者が、第七十八条の七第一項の規定

により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定

による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁

をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若

しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業

所の従業者がその行為をした場合において、その行

為を防止するため、当該指定地域密着型サービス事

業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 

 

 

十一 指定地域密着型サービス事業者が、不正の手段

により第四十二条の二第一項本文の指定を受けたと

き。 

 

 

十二 前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サ

ービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若

しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこ

れらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したと

き。 

 

 

 

 

 

 

 

第七十八条の七第一項 

第七十八条の七 市町村長は、地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定地

域密着型サービス事業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所

の従業者であった者（以下この項において「指定地域密着型サービス事業者であった者等」という。）に対し、

報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る

事業所の従業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関

係者に対して質問させ、若しくは当該指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所その

他指定地域密着型サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を

検査させることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険法施行令第三十五条の五各号 

健康保険法、児童福祉法、栄養士法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、歯科衛生士法、医療法、 

身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、知的障害者福祉

法、 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法、老人福祉法、 

理学療法士及び作業療法士法、高齢者の医療の確保に関する法律、社会福祉士及び介護福祉士法、 

義肢装具士法、精神保健福祉士法、言語聴覚士法、発達障害者支援法、 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、子ども・子育て支援法、 

再生医療等の安全性の確保等に関する法律、国家戦略特別区域法、難病の患者に対する医療等に関する法律、 

公認心理師法、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律、臨床研究法 
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十三 指定地域密着型サービス事業者に係る老人福祉

法第二十九条第十八項の規定による通知を受けたと

き。 

 

 

 

十四 前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サ

ービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著

しく不当な行為をしたとき。 

 

 

十五 指定地域密着型サービス事業者が法人である場

合において、その役員等のうちに指定の取消し又は

指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとす

るとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は

著しく不当な行為をした者があるとき。 

 

 

十六 指定地域密着型サービス事業者が法人でない事

業所である場合において、その管理者が指定の取消

し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしよ

うとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不

正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 

【33法律】 

 

 

老人福祉法第二十九条第十八項 

18 都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定（地域密着型特定施設入居者生活介護の指

定に係るものに限る。）を受けた有料老人ホームの設置者に対して第十六項の規定による命令をしたときは、

遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【指定介護老人福祉施設】 

条文（参照条文を太字で表記） 参 照 条 文 

（指定の取消し等） 

第九十二条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに

該当する場合においては、当該指定介護老人福祉施

設に係る第四十八条第一項第一号の指定を取り消

 

第四十八条第一項第一号 

第四十八条 市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス（以下「指定施設サービス等」という。）

を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用（食事の提供に要する



 

1
6
 

し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部

の効力を停止することができる。 

 

 

 

 

 

 

一 指定介護老人福祉施設が、第八十六条第二項第三

号、第三号の二又は第七号（ハに該当する者がある

ときを除く。）のいずれかに該当するに至ったとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この

条において同じ。）について、施設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十七条

第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の施設サービスを受けたとき

は、この限りでない。 

一 都道府県知事が指定する介護老人福祉施設(以下「指定介護老人福祉施設」という。)により行われる介護

福祉施設サービス(以下「指定介護福祉施設サービス」という。) 

 

 

第八十六条第二項 

三 当該特別養護老人ホームの開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で

定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの

者であるとき。 

三の二 当該特別養護老人ホームの開設者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金

の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

七 当該特別養護老人ホームの開設者の役員又はその長のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

ロ 第三号、第三号の二又は前号に該当する者 

ハ この法律、国民健康保険法又は国民年金法の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法の規定

による国民健康保険税を含む。以下このハにおいて「保険料等」という。)について、当該申請をした日の

前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当

な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処

分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保

険料等に限る。)を引き続き滞納している者 

ニ 第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消された特別養護老人ホーム

において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその

開設者の役員又はその長であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの(当該指定の取

消しが、指定介護老人福祉施設の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当

該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての

取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を考慮

して、この号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして

厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。) 

ホ 第五号に規定する期間内に第九十一条の規定による指定の辞退をした特別養護老人ホーム(当該指定の

辞退について相当の理由がある特別養護老人ホームを除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にそ

の開設者の役員又はその長であった者で当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないもの 
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二 指定介護老人福祉施設が、その行う指定介護福祉

施設サービスに従事する従業者の人員について、第

八十八条第一項の都道府県の条例で定める員数を満

たすことができなくなったとき。 

 

 

三 指定介護老人福祉施設が、第八十八条第二項に規

定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関す

る基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営

をすることができなくなったとき。 

 

 

四 指定介護老人福祉施設の開設者が、第八十八条第

六項に規定する義務に違反したと認められるとき。 

 

 

五 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受け

た場合において、当該調査の結果について虚偽の報

告をしたとき。 

 

 

六 施設介護サービス費の請求に関し不正があったと

き。 

 

 

七 指定介護老人福祉施設が、第九十条第一項の規定

により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜ

られてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 

 

 

八 指定介護老人福祉施設の開設者又はその長若しく

は従業者が、第九十条第一項の規定により出頭を求め

られてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して

答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定

第八十八条第一項 

第八十八条 指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉

施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。 

〇 寝屋川市指定居宅サービス事業者等の指定並びに指定居宅サービス等の事業等の人員、設備及び運営等に

関する基準を定める条例（平成30年寝屋川市条例第55号） 

 

八十八条第二項 

２ 前項に規定するもののほか、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定

める。 

〇 寝屋川市指定居宅サービス事業者等の指定並びに指定居宅サービス等の事業等の人員、設備及び運営等に

関する基準を定める条例（平成30年寝屋川市条例第55号） 

 

第八十八条第六項 

６ 指定介護老人福祉施設の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく

命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 

 

第二十八条第五項 

５ 市町村は、前項において準用する前条第二項の調査を第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業

者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下こ

の条において「指定居宅介護支援事業者等」という。)又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるも

のに委託することができる。 

 

 

 

 

第九十条第一項 

第九十条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定介護老人福祉施設若しくは指定介

護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者

等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定介護老人福祉施設の開設者若

しくはその長その他の従業者若しくは開設者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対し

て質問させ、若しくは指定介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設の開設者の事務所その他指定介護老人

福祉施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることが

できる。 
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による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。た

だし、当該指定介護老人福祉施設の従業者がその行為

をした場合において、その行為を防止するため、当該

指定介護老人福祉施設の開設者又はその長が相当の注

意及び監督を尽くしたときを除く。 

 

 

九 指定介護老人福祉施設の開設者が、不正の手段に

より第四十八条第一項第一号の指定を受けたとき。 

 

 

十 前各号に掲げる場合のほか、指定介護老人福祉施

設の開設者が、この法律その他国民の保健医療若し

くは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれ

らの法律に基づく命令若しくは処分に違反したと

き。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一 前各号に掲げる場合のほか、指定介護老人福祉

施設の開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著

しく不当な行為をしたとき。 

 

 

十二 指定介護老人福祉施設の開設者の役員又はその

長のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険法施行令第三十五条の五各号 

健康保険法、児童福祉法、栄養士法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、歯科衛生士法、医療法、 

身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、知的障害者福祉

法、 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法、老人福祉法、 

理学療法士及び作業療法士法、高齢者の医療の確保に関する法律、社会福祉士及び介護福祉士法、義肢装具

士法、 

精神保健福祉士法、言語聴覚士法、発達障害者支援法、 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、子ども・子育て支援法、 

再生医療等の安全性の確保等に関する法律、国家戦略特別区域法、難病の患者に対する医療等に関する法律、 

公認心理師法、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律、臨床研究法 

【33法律】 
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一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に

居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為を

した者があるとき。 

 

【介護老人保健施設】 
条文（参照条文を太字で表記） 参 照 条 文 

（許可の取消し等） 

第百四条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該

当する場合においては、当該介護老人保健施設に係

る第九十四条第一項の許可を取り消し、又は期間を

定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止す

ることができる。 

一 介護老人保健施設の開設者が、第九十四条第一項

の許可を受けた後正当の理由がないのに、六月以上

その業務を開始しないとき。 

 

 

二 介護老人保健施設が、第九十四条第三項第四号か

ら第五号の二まで、第十号（第五号の三に該当する

者のあるものであるときを除く。）又は第十一号（第

五号の三に該当する者のあるものであるときを除

く。）のいずれかに該当するに至ったとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第九十四条第一項 

第九十四条 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事

の許可を受けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

第九十四条第三項 

四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であ

るとき。 

五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰

金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行

を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

五の三 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づ

く滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受

けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。 

十 申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであると

き。 

十一 申請者が、第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもので、その事業所を管理する者その他

の政令で定める使用人のうちに第四号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 
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三 介護老人保健施設の開設者が、第九十七条第七項

に規定する義務に違反したと認められるとき。 

 

 

四 介護老人保健施設の開設者に犯罪又は医事に関す

る不正行為があったとき。 

 

 

五 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受け

た場合において、当該調査の結果について虚偽の報

告をしたとき。 

 

 

六 施設介護サービス費の請求に関し不正があったと

き。 

 

 

七 介護老人保健施設の開設者等が、第百条第一項の

規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出

若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽

の報告をしたとき。 

 

 

八 介護老人保健施設の開設者等が、第百条第一項の

規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の

規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の

答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、

若しくは忌避したとき。ただし、介護老人保健施設

の従業者がその行為をした場合において、その行為

を防止するため、当該介護老人保健施設の開設者又

は管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除

く。 

 

 

第九十七条第七項 

７ 介護老人保健施設の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令

を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 

 

 

 

 

 

第二十八条第五項 

５ 市町村は、前項において準用する前条第二項の調査を第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業

者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下こ

の条において「指定居宅介護支援事業者等」という。)又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるも

のに委託することができる。 

 

 

 

 

第百条第一項 

第百条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、介護老人保健施設の開設者、介護老人保

健施設の管理者若しくは医師その他の従業者(以下「介護老人保健施設の開設者等」という。)に対し報告若

しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護老人保健施設の開設者等に対し出頭を求め、

又は当該職員に、介護老人保健施設の開設者等に対して質問させ、若しくは介護老人保健施設、介護老人保

健施設の開設者の事務所その他介護老人保健施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは診

療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 
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九 前各号に掲げる場合のほか、介護老人保健施設の

開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは

福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの

法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十 前各号に掲げる場合のほか、介護老人保健施設の

開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不

当な行為をしたとき。 

 

 

十一 介護老人保健施設の開設者が法人である場合に

おいて、その役員又は当該介護老人保健施設の管理

者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しくは一

部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居

宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をし

た者があるとき。 

 

 

十二 介護老人保健施設の開設者が第九十四条第三項

第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でない

ものである場合において、その管理者が許可の取消

し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしよ

うとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不

介護保険法施行令第三十五条の五各号 

健康保険法、児童福祉法、栄養士法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、歯科衛生士法、医療法、 

身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、知的障害者福祉

法、 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法、老人福祉法、 

理学療法士及び作業療法士法、高齢者の医療の確保に関する法律、社会福祉士及び介護福祉士法、義肢装具

士法、 

精神保健福祉士法、言語聴覚士法、発達障害者支援法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律、 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、子ども・子育て支援法、 

再生医療等の安全性の確保等に関する法律、国家戦略特別区域法、難病の患者に対する医療等に関する法律、 

公認心理師法、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律、臨床研究法 

【33法律】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第九十四条第三項 

一 当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働

大臣が定める者でないとき。 
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正又は著しく不当な行為をした者であるとき。  

 

【介護医療院】 
条文（参照条文を太字で表記） 参 照 条 文 

（許可の取消し等） 

第百十四条の六 都道府県知事は、次の各号のいずれ

かに該当する場合においては、当該介護医療院に係

る第百七条第一項の許可（以下この条において「許

可」という。）を取り消し、又は期間を定めてその

許可の全部若しくは一部の効力を停止することがで

きる。 

一 介護医療院の開設者が、許可を受けた後正当な理

由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。 

 

 

二 介護医療院が、第百七条第三項第四号から第六号

まで、第十三号（第七号に該当する者のあるもので

あるときを除く。）又は第十四号（第七号に該当す

る者のあるものであるときを除く。）のいずれかに

該当するに至ったとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 介護医療院の開設者が、第百十一条第七項に規定

する義務に違反したと認められるとき。 

 

 

四 介護医療院の開設者に犯罪又は医事に関する不正

 

第百七条第一項 

第百七条 介護医療院を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を

受けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

第百七条第三項 

四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であ

るとき。 

五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰

金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

六 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終

わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

十三 申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに該当する者のあるものである

とき。 

十四 申請者が、第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもので、その事業所を管理する者その他

の政令で定める使用人のうちに第四号から第十二号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

 

 

第百十一条第七項 

７ 介護医療院の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守

し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 
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行為があったとき。 

 

 

五 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受け

た場合において、当該調査の結果について虚偽の報

告をしたとき。 

 

 

六 施設介護サービス費の請求に関し不正があったと

き。 

 

 

七 介護医療院の開設者等が、第百十四条の二第一項

の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提

出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚

偽の報告をしたとき。 

 

 

八 介護医療院の開設者等が、第百十四条の二第一項

の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項

の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽

の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避したとき。ただし、介護医療院の

従業者がその行為をした場合において、その行為を

防止するため、当該介護医療院の開設者又は管理者

が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 

 

 

九 前各号に掲げる場合のほか、介護医療院の開設者

が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に

関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に

基づく命令若しくは処分に違反したとき。 

 

 

 

 

 

第二十八条第五項 

５ 市町村は、前項において準用する前条第二項の調査を第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業

者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下こ

の条において「指定居宅介護支援事業者等」という。)又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるも

のに委託することができる。 

 

 

 

 

第百十四条の二第一項 

第百十四条の二 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、介護医療院の開設者、介護医療

院の管理者若しくは医師その他の従業者(以下「介護医療院の開設者等」という。)に対し報告若しくは診療

録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護医療院の開設者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、

介護医療院の開設者等に対して質問させ、若しくは介護医療院、介護医療院の開設者の事務所その他介護医

療院の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させるこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険法施行令第三十五条の五各号 

健康保険法、児童福祉法、栄養士法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、歯科衛生士法、医療法、 

身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、知的障害者福祉

法、 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法、老人福祉法、 

理学療法士及び作業療法士法、高齢者の医療の確保に関する法律、社会福祉士及び介護福祉士法、義肢装具
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十 前各号に掲げる場合のほか、介護医療院の開設者

が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行

為をしたとき。 

 

 

十一 介護医療院の開設者が法人である場合におい

て、その役員又は当該介護医療院の管理者のうちに

許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の

停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス

等に関し不正又は著しく不当な行為をした者がある

とき。 

 

 

十二 介護医療院の開設者が第百七条第三項第一号の

厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものであ

る場合において、その管理者が許可の取消し又は許

可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとする

とき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著

しく不当な行為をした者であるとき。 

士法、 

精神保健福祉士法、言語聴覚士法、発達障害者支援法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律、 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、子ども・子育て支援法、 

再生医療等の安全性の確保等に関する法律、国家戦略特別区域法、難病の患者に対する医療等に関する法律、 

公認心理師法、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律、臨床研究法 

【33法律】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第百七条第三項 

一 当該介護医療院を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が

定める者でないとき。 

 

  



 

 

 

2
5 

令和元年度～令和５年度における事業者指定の取消し及び効力停止の事例（大阪府内） 

 

指定権者 内容及び期間 サービス種別 主 な 指 定 取 消 し・効 力 停 止 の 事 由 根拠規定 経済上の措置 

大阪府 
指定の取消し 

(R1.5.1) 
通所介護 

 事業開始時より生活相談員２名のうちの１名について虚偽の記載を

し、指定を受けた。また、指定後、この生活相談員が勤務している実態

もないにもかかわらず、介護報酬を請求した。 

第77条第１項第

９号 
なし 

大阪府 
指定の取消し 

(R1.7.1) 
訪問看護 

利用者 A 氏について、主治の医師による指示を受けることなく事業所

の判断により指定訪問看護を提供し、平成 29 年４月３日から平成 31 年

２月 28日までの間、当該利用者に係る 376回分の居宅介護サービス費を

不正に請求した。 

 利用者 B 氏について、本件事業所の看護職員が指定訪問看護を提供し

ていないにもかかわらず、当該職員が提供したとし、平成 29年４月１日

から平成 30 年６月 17 日までの間、当該利用者に係る 267 回分の居宅介

護サービス費を不正に請求した。 

第 77条第 1項第

４号及び第６

号、  第115条

の９第 1項第 10

号 

不正請求に係

る返還額 

2,349,859円 

（加算金を含

まず） 

大阪府 

指定の効力の 

一部停止３か月 

(R1.8.1～10.31) 

訪問介護 

 サービス提供記録の作成及び整備並びに訪問介護員等の業務の実施状

況の把握について、平成 30年の実地指導において指導を受けたにもかか

わらず、これを怠った。 

第77条第１項第

４号 
なし 

大阪府 

指定の効力の  

一部停止３か月 

(R1.12.1～R2.29) 
訪問介護 

 サービス提供記録の作成及び整備について、平成 30年の実地指導にお

いて指導を受けたにもかかわらず、これを怠った。 

第77条第１項第

４号 
なし 

大阪市 
指定の取消し 

（R1.10.31） 
訪問介護 

 法人代表者であり居宅介護支援事業の管理者兼介護支援専門員が、そ

の立場を利用して、利用者 12名に対し、平成 29年 2月から平成 31年

2月までの間、一部のサービス提供を行っていないにもかかわらず、サー

ビス提供を行ったかのように装い、介護報酬を不正に請求し、受領した。 

また、その不正を隠ぺいするために、虚偽作成したサービス提供票を

虚偽作成する前の情報に書き替え、証拠書類の処分を図った。 

第77条第１項第

６号 

不正請求に係

る返還額 

5,965,971円    

（加算金を含

む） 
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大阪市 指定の取消し 

（R1.10.31） 

介護予防型訪

問サービス 

生活援助型訪

問サービス 

 介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービスと一体的に運営す

る指定訪問介護において、介護給付費の請求に関する不正が行われた。 

第 115条の 45の

９第１項第６号 
なし 

 

 

東大阪市 
指定の取消し 

（R1.12.1） 

訪問介護 

（第１号事業

含む） 

 新規指定の申請に当たり、実際の勤務予定者が 1 名（管理者兼サービ

ス提供責任者）のみであるにもかかわらず、訪問介護員として実在しな

い３名分の資格を証する書類（介護福祉士登録証の写し）を不正に作成

し、勤務予定者として提出することにより、人員基準を満たしているよ

うに装って事業所の指定を受けた。 

上記の実在しない訪問介護員のうち１名が退職したとして事業の休

止を届け出た後、訪問介護員として更に実在しない１名分の資格を証す

る書類（介護福祉士登録証の写し）を不正に作成し、新たな勤務予定者

とすることで人員基準を満たしているように装って事業の再開を届け出

た。 

第77条第１項第

９号及び第10号 

第 115条の 45の

９第５号及び第

６号 

なし 

 

忠岡町 

指定の効力の 

一部停止６か月 

(R2.1.1～6.30) 

通所介護  

（第１号事業 

含む） 

 新規指定申請時に人員基準を満たさないことが明らかであるにも関わ

らず人員基準に合わせた虚偽の申請書類を提出し、指定を受けた。 

また、処遇改善加算の算定要件を満たしていないにも関わらず不正に

加算を請求した。 

監査時において、虚偽申請のつじつまを合わせるために、書類を改ざ

んしたうえ、虚偽の答弁を行った。 

第77条第１項第

６号、第７号、第

８号及び第９号 

第 115条の 45の

９第１項第２号

及び第５号 

不正請求に係

る返還額 

50,298円    

（加算金を含

まず） 
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茨木市 

指定の効力の 

全部停止３か月 

(R1.8.1～10.31) 
訪問介護 

・実地指導に対する改善報告を提出する際、全利用者について自主点検

を行いサービス提供記録がない請求を過誤調整するよう指導を受けて

いたにもかかわらず、複数の利用者について過誤調整及び報告をしな

かった。 

・サービス提供記録にサービスを断られた記録があるにもかかわらず、

介護給付費を不正に請求し受領した。 

・サービス提供実績の記録がないにもかかわらず、介護給付費を不正に

請求し受領した。 

・同一利用者に対し別のヘルパー名で同一時刻のサービス提供記録があ

り、サービス提供者が不明なものについて、介護給付費を不正に請求

し受領した。 

・一人のヘルパーが、同日同時間帯に複数の利用者にサービス提供した

記録があり、誰が、いつサービスに入ったか不明でありながら、介護

給付費を不正に請求し受領した。 

・２時間未満の間隔でサービス提供をしたにもかかわらず、所要時間の

合算を行わずに、介護給付費を不正に請求し受領した。 

・身体介護のサービス提供について、算定する時間に満たないものを不  

 正に請求し受領した。 

第77条第１項第

６号 

不正請求に係

る返還額   

464,032円 

（加算金を含

まず） 

大阪市 
指定の取消し 

（R2.4.30） 

訪問介護 

（第１号事業

含む） 

利用者 20名について、2017年（平成 29年）１月から 2019年（令和元

年）9月まで間、一部のサービス提供を行っていないにもかかわらず、サ

ービス提供を行ったかのようにサービス提供票に実績を架空に計上し、

介護給付費を不正に請求し受領した。 

介護保険法第 77

条第１項第６号 

第 115条の 45の

９第６号 

不正請求に係

る返還額   

48,239,048円 

（加算金を含

む） 

堺市 
指定の取消し 

（R2.10.11） 

訪問介護 

（第１号事業

含む） 

実際には提供していないサービスを提供したかのように虚偽の提供記

録等を作成し、介護給付費及び介護予防給付費を請求し、受領した。 

実際には行っていない介護職員に対する処遇改善の実績を報告し、介

護職員処遇改善加算を不正に請求し受領した。 

第77条第１項第

６号 

第 115条の 45の

９第２号 

不正請求に係

る返還額 

11,984,377円 

（加算金を含

む） 
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東大阪市 

指定の効力の 

全部停止６か月 

(R3.2.1～7.31) 

訪問介護 

（第１号事業

含む） 

・複数回にわたり、実際には提供していないサービスについて、サービ

ス提供記録等の書類を作成したうえ、その報酬を不正に請求し、受領

した。 

・一部の利用者について同一建物減算を適用せず報酬を不正に請求し、

受領した。 

・指定に係る事業所とは別に所在する施設内に事業所としての実体を有

するサービス提供の拠点を設け、当該施設に居住する利用者に対し、

同所を拠点としてサービス提供を行った。 

第77条第１項第

６号及び第10号 

第 115条の 45の

９第２号及び第

６号 

不正請求に係

る返還額 

1,835,363円    

（加算金を含

む） 

柏原市 
指定の取消し 

（R2.8.31） 

訪問介護 

（第１号事業

含む） 

 令和元年１１月８日より実施した監査において、法人代表者に帳簿書

類その他の物件の提出を求めたが、これに従わなかった。 

 監査において、市から事実確認をするために再三連絡をしたが、これ

に応じず、事業所の営業の所在を不明な状態にし、監査の進行を妨げた。 

第77条第１項第

７号及び第８号 

法第 115条の 45

の９第１項第６

号 

なし 

泉佐野市 
指定の取消し

（R3.3.24） 
訪問介護 

サービス提供を行っていないにも関わらず、これを行った旨を記載し 

た虚偽のサービス提供記録を作成し、介護給付費を請求、受領した。  

また監査時に虚偽のサービス提供記録の報告を行った。 

第77条第１項第 

６号及び第７号 

不正請求に係 

る返還額 

約 126,218,000 

円（加算金を含

む。） 

八尾市 
指定の取消し 

（R3.3.26） 

訪問介護 

（第１号事業

含む） 

 一体的に運営している指定同行援護・居宅介護・重度訪問介護事業所

において、指定取消処分に相当する障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に違反する行為が認められた。 

法第77条第１項

第 10号 
なし 
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堺市 

指定の効力の 

全部停止３か月 

(R3.12.28～

R4.3.27) 

訪問介護 

介護予防訪問

サービス 

 利用者に対して入浴介助の後などにつなぎ服を着用させ、身体的拘束

を行った。 

 実際には買物同行を提供していないにもかかわらず、同サービスを提

供したかのように虚偽の記録を作成し、不正請求を行った。 

第77条第１項第

５号及び第６号 

第115条の45の

９第６号 

不正請求に係

る返還額   

4,549,335円 

（加算金を含

む。） 

松原市 
指定の取消し 

（R4.7.19） 

訪問介護 

（第１号事業

含む） 

・ 管理者が常時勤務していない期間があった。また、実態として管理者

を配置していない期間があった。 

・ 実態としてサービス提供責任者を配置していない期間があった。 

・ 管理者による従業者の管理及び業務の管理等が一元的に行われてお

らず、また、従業者への運営基準遵守のための指揮命令もおこなわれ

ていなかった。 

・ サービス提供責任者が訪問介護計画を作成していなかった。また、サ

ービス提供責任者以外の者が作成した訪問介護計画書を、サービス提

供責任者が作成したかのように偽装した。 

・ 実態として配置すべき従業者の基準を満たしていなかった期間があ

るにも関わらず、これを指定権者に届け出ず事業を継続し、介護給付

費を不正に請求し受領した。 

・ 介護職員処遇改善加算の算定要件を満たしていなかったにも関わら

ず、これを満たしているとする虚偽の計画書を提出し、当該加算分の

介護給付費を不正に請求し受領した。 

・ 実態としてサービス提供責任者としての業務を行っていない者をサ

ービス提供責任者とする虚偽の変更届出書を提出し、人員基準を満た

しているかのように偽装した。 

・ 実際の配置日とは異なる日にサービス提供責任者を配置したとする

虚偽の変更届出書を提出し、人員基準を満たしているかのように偽装

した。 

第77条第１項第

３号、第４号、第

６号、第 11号及

び第 115条の 45

の９第６号 

不正請求に係

る返還額 

約 67,169,000

円（加算金を含

まず。） 
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茨木市 
指定の取消し 

（R4.5.31） 

訪問介護（第

１号事業含

む） 

・令和元年６月から令和２年２月までの期間において、要介護の利用者

について、訪問介護員の資格がない従業者がサービス提供を行い、サ

ービス提供を行っていないサービス提供責任者の名前をサービス実

施記録に記載し、介護報酬を不正に請求し受領した。 

・要介護の利用者について、要支援から要介護に区分変更になった際に

訪問介護計画を作成していなかったにもかかわらず、提供したサービ

スについて、令和２年９月の介護報酬を不正に請求し受領した。 

・要支援の利用者について、サービス提供責任者でない者が訪問介護計

画を作成し、提供したサービスについて、令和２年７月から令和２年

９月まで第１号事業支給費を不正に請求し受領した。 

・元従業者による日中のサービス実施記録が存在するにもかかわらず、

法人代表者が、元従業者は就労継続支援Ｂ型事業所に勤務しているた

め、９時から17時以外の時間のみヘルパー業務を行ったことがあると

いう旨の虚偽の答弁をした。 

・第１号事業（訪問介護相当サービス・訪問型サービスＡ）と一体的に

運営する介護保険法上の訪問介護において、介護給付費の請求に関す

る不正及び虚偽の答弁が行われた。 

第77条第１項第

６号及び第８号

第 115条の 45の

９第２号及び６

号 

不正請求に係

る返還額   

286,282円 

（加算金を含

まず。） 

 

大阪市 

指定の取消し 

（R5.6.1） 
訪問介護 

利用者 3名について、令和 2年 10月から令和 4年 8月までの間、サー 

ビスを提供していないにもかかわらず、介護給付費を不正に請求し受領 

した。 

第77条第１項第

６号及び第９号 

不正請求に係

る返還額 

7,223,073円    

（加算金を含

む。） 

 

大阪市 

指定の効力の一部停

止６か月 

(R5.6.1～11.30) 
訪問介護 

利用者 1名について、令和 4年 6月と令和 4年 9月に、サービスを提供 

していないにもかかわらず、提供したかのようにサービス実施記録を虚 

偽作成し、介護給付費を不正に請求し受領した。 

第77条第１項第

６号及び第９号 

不正請求に係

る返還額 

129,070円    

（加算金を含

む。） 
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堺市 指定の取消し 

訪問介護・介

護予防訪問サ

ービス 

実際に提供していないサービスを提供したかのように介護給付費を不正

に請求し受領した。また、不正請求に関して、管理者が事実と異なる答

弁を繰り返し行った。 

介護予防訪問サービス事業所と一体的に運営している当該訪問介護事

業所において、介護給付費の不正請求及び虚偽の答弁があったため、

介護予防訪問サービスについても同時に指定取消しを行うこととし

た。 

法第77条第１項

第６号及び第８

号、法第 115 条

の45の９第６号 

監査において

確認した不正

請求額

1,695,956円

（加算金を含

まず。利用者

が和泉市の 1

名のみだった

ため、返還額

は和泉市が決

定する。） 

 

高槻市 

 

指定の取消し

(R5.6.30) 

訪問介護、介

護予防訪問サ

ービス及び生

活援助訪問サ

ービス 

（１）居宅介護サービス費及び第一号事業支給費の請求に関する不正を

行った。 

事業者は、従業者２名が訪問介護員等の資格を取得するまでの間、資格

がないにもかかわらず、訪問介護等の提供を行わせ、もって居宅介護サ

ービス費及び第一号事業支給費の請求を行い受領した。なお、無資格者

による訪問介護等の提供は、１名は令和２年２月１日から令和２年３月

２６日までの間、もう１名は令和３年４月８日から令和３年９月１４日

までの間で、提供回数は、合計４０４回である。 

（２）市の監査に対し虚偽の報告を行い、また、訪問介護等の提供に際

して、不正または著しく不当な行為を行った。 

   事業者は、訪問介護員等の資格がない者２名に訪問介護等の提供

をさせた。その期間は、１名は令和２年２月１日から令和２年３月２６

日までの間、もう１名は令和３年４月８日から令和３年９月１４日まで

の間である。加えて、このうち１名は、事業所に勤務していない別の有

資格者の名前を使って、訪問介護等の提供をしたとする虚偽の記録を作

成し、市の監査で提出した。 

（３）一体的に運営されている居宅介護事業所及び重度訪問介護事業所

（以下「別件事業所」という。）において、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「総

第７７条第１項

第６号、第７号、

第１０号及び第

１１号並びに第

１１５条の４５

の９第２号、第

３号、第６号及

び第７号 

不正請求に係

る返還額 

952,817円    

（加算金を含

む。） 
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合支援法」という。）の規定に違反した。 

   市が行った監査の結果、事業所と一体的に運営されている別件事業

所において、総合支援法の違反の事実が認められた。 

ア 介護給付費の請求に関する不正を行った。（総合支援法第５０条第１

項第５号に該当） 

イ 事業者は、市の監査に対し虚偽の報告を行い、また、居宅介護の提

供に際して、不正または著しく不当な行為を行った。（総合支援法第５０

条第１項第６号及び第１０号に該当） 

ウ 市の監査に対し、別件事業所の管理者は虚偽の答弁をした。（総合支

援法第５０条第１項第７号に該当） 

 

東大阪市 

 

指定取り消し 訪問介護 

事業開始時より指定とは異なる場所で事業運営していた。また、実際の

事業所と同一の建物内にある有料老人ホームの利用者にサービス提供を

しているにもかかわらず、必要な同一建物減算を行わず介護報酬を請求

した。さらに、複数回にわたり、サービス提供を行ったことが確認出来

ないサービスについて、不正にその報酬を請求し、受領した。 

第77条第１項第

６号及び第１０

号・第 115 条の

４５の９第６号 

不正請求に係

る返還額 

3,832,808円 

(加算金を含

む。) 

寝屋川市 
指定の取消し 

（R5.3.31） 
訪問介護 

・高齢者虐待の事実（つなぎ服を着用させることによる身体拘束）があ

った。 

・少なくとも令和４年１月から８月までの間、１人の訪問介護員が、同

日同時間帯に複数の利用者にサービス提供した記録があり、誰が、いつ

サービスに入ったか不明でありながら、介護給付費の全部又は一部につ

いて、不正に請求し受領した。 

・少なくとも令和４年１月から８月までの間、事業所で勤務しているこ

とが出勤記録で確認できない時間帯の訪問介護員の名前でサービス提供

記録を作成し、介護給付費の全部又は一部について、不正に請求し受領

した。 

・少なくとも令和４年１月から８月までの間、サービス提供記録にサー

ビス提供時間又はサービスを提供した訪問介護員の名前がなく、サービ

ス提供の実態が確認できないにもかかわらず、介護給付費の全部又は一

部について、不正に請求し受領した。 

第77条第１項第

５号及び第６号 

不正請求に係

る返還額 

約 26,000,000

円（加算金を

含む。） 
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寝屋川市 

指定の効力の全部 

停止３カ月 

（R5.3.31～

R5.6.29） 

訪問看護 

・高齢者虐待の事実（つなぎ服を着用させることによる身体拘束）があ

った。 

・高齢者虐待の事実（暖房がある室内であっても、寒さが厳しい時期に

自力では起き上がることができない高齢者に掛布団をかけ床に放置し

た、及び緊急時への対応の検討がなされておらず、応援体制も構築され

ていなかった。）があった。 

第77条第１項第

５号 
なし 

八尾市 

指定の効力の全部停

止３か月 

(R5.9.1～11.30) 
訪問介護 

①サービス提供責任者（管理者兼務）が、訪問介護員の業務の実施状況

の把握等を怠り、勤務実態のない訪問介護員の記名によるサービス提供

記録に基づき、居宅介護サービス費を不正に請求し受領した。 

②１人の訪問介護員が、同日同時間帯に複数の利用者にサービス提供し

た記録があり、誰が、いつサービスに入ったか不明でありながら、介護

給付費を不正に請求し受領した。 

第77条第１項第

６号 

不正請求に係

る返還額 

795,781円 

（加算金を含

む。） 

 

茨木市 

指定の取消し 

（R5.3.31） 

訪問介護 

（第１号事業

含む） 

・事業所の開設当初（平成２８年４月）から平成２８年１２月まで、及び

平成２９年７月から令和４年４月までの間、管理者及びサービス提供責

任者を事業所に配置していなかった。 

・初回加算において、複数名の利用者について、既に退職しているサー

ビス提供責任者の氏名をサービス提供記録に記載し、介護給付費を不正

に請求・受領した。 

・監査期間中、従業者の実際の給与の支払実績と異なる給料支払明細書

（控）を法人代表者自ら作成するなどの虚偽の報告を行った。 

・法人代表者である管理者兼サービス提供責任者に対し、監査に係る帳

簿書類の提出及び事業所への立入りを求める文書を手交する際、文書の

受取り及び事業所への立入り等を拒否した。 

・指定申請時に、勤務予定のない者を管理者兼サービス提供責任者とし

て申請書類に記載し、虚偽の申請を行い、不正な手段により指定を受け

た。 

・第１号事業（訪問介護相当サービス）と一体的に運営する介護保険法

上の訪問介護において、人員基準違反、介護給付費の請求に関する不正、

虚偽の報告、虚偽の答弁及び不正の手段による指定が行われた。 

法第77条第１項

第３号、第６号、

第７号、第８号

及び第９号 

法第 115条の 45

の９第６号 

不正請求に係

る返還額 7276

円（加算額を

含まず。） 



 

 

 

3
4 

茨木市 
指定の取消し 

（R5.12.31） 

訪問介護 

（第１号事業

含む） 

一体的に運営している指定居宅介護・重度訪問介護事業所において、指

定取消処分に相当する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律に違反する行為が認められた。 

法第77条第１項

第 10号 

法第 115条の 45

の９第６号 

なし。 

 



指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

居宅サービス共通

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

【設備に関する基準】

設備及び備品等

専用区画（事務室、相談室、静養室等）に変更がある場合は、遅滞なく変更届出

書の提出を行わなければならない。

（指摘内容）

○変更届を失念しているケースが見受けられた。

（必要な対応）

・事業所の改築により、専用区画の配置等を変更した場合は、速やかに所管庁へ届け出ること。

指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利

用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、居宅サービス員等の勤務の体制そ

の他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交

付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならな

い。

（指導内容）

○「重要事項説明書」と「運営規程」の記載（営業日時、サービス提供時間、従業員数、通常の事業の実施地域、サービス提供

の内容など）に相違がある。

○契約を行った後で重要事項の説明を行っている。

○利用料が、利用者負担割合２割及び３割の利用者に対応する内容となっていない。

〇重要事項説明書に、緊急時の対応方法や事故発生時の対応としての緊急時における連絡先について記載がない。

〇重要事項説明書に記載されているサービス提供時間が実態と異なる。

〇提供するサービスの利用料等について、誤った地域区分で積算している。

〇重要事項説明を記した文書の交付及び説明が確認できなかった。

（必要な対応）

・運営規程の内容を基本にして整合させる必要があるが、運営規程も実態と異なるようであれば、重要事項説明書及び運営規程

の変更が必要となる。なお、運営規程の内容を変更する場合は、所管庁に変更を届け出ること。

・指定居宅サービスの提供の開始の際に、あらかじめ重要事項説明を行うこと。

・利用料については、利用者負担割合に応じて説明を行うこと。

・重要事項説明を記した文書を交付し説明を実施するとともに説明したことがわかるものを保管しておくこと。

指定居宅サービス事業者は、利用者に対し適切な指定居宅サービスを提供するた

め、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該指定

サービス事業所の（中略）提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有

無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等

の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説

明書やパンフレット等（中略）の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業

所から指定居宅サービスの提供を受けることにつき同意を受けなければならないこととし

たものである。（解釈通知より抜粋）

（指導内容）

○重要事項説明書等の書面に第三者評価の実施状況が掲載されていない。

（必要な対応）

・第三者評価の実施の無い場合は、現状実施していない旨を掲載すること。

参考：「高齢者福祉サービス事業所等における第三者評価の実施に係る留意事項について」

（平成30年３月26日付け老発０３２６第８号）

心身の状況等の把握 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの提供に当たっては、利用者に係る居

宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状

況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の

把握に努めなければならない。

（指導内容）

○サービスの提供に当たり、サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又

は福祉サービス等について把握すること。

（必要な対応）

・サービス担当者会議の記録を作成し、保管しておくこと。

居宅サービス計画に適 ・居宅サービス事業者は、居宅サービス計画(令第六十四条第一号ハ及びニに規定す

【運営に関する基準】

内容及び手続の説明及

び同意
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

居宅サービス共通

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

居宅サービス計画に適

合したサービスの提供

指定居宅サービス事業者は、居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画

に沿った指定居宅サービスを提供しなければならない。

（指導内容）

居宅サービス計画と異なる日時にサービスを提供することが常態化している。

（必要な対応）

必要に応じ、居宅介護支援事業所と調整のうえ、居宅サービス計画の変更を行ったうえで、居宅サービス計画に沿ったサービス提供

を行うこと。

居宅サービス計画等の

変更の援助

指定居宅サービス事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、

当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなけれ

ばならない。

（指導内容）

○利用者の希望等により恒常的に利用時間等が変更されている状況で、個別サービス計画は変更しているが居宅サービス計画は

変更されていない。

（必要な対応）

・個別サービス計画の変更が必要な場合、居宅介護支援事業所へ連絡し利用者の状況を報告する等必要な援助を行う。

サービスの提供の記録 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを提供した際には、提供した具体的な

サービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交

付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

（指導内容）

○記録書類等について消しゴム等で容易に消すことが可能なボールペンや鉛筆等で記入しており、容易に改ざんできる状態となって

いる。

〇サービスの開始時刻・終了時刻が、実際の時間ではなく、個別サービス計画に位置付けられている標準的な時間となっている。

〇利用者の心身の状況の記録がない、または、単にサービス内容を記載したもの等記録として不十分なものとなっている。

〇記録の作成をしておらず、その他の書類においてもサービスを提供したことが確認できないにもかかわらず、介護報酬を請求してい

た。

〇実施したサービスの具体的な内容が記載（入力）されていなかった。

〇サービスの提供にかかる記録は、月末にまとめて記載するのではなく、サービス提供後逐次記載すること。

（必要な対応）

・ 記録書類等については消すことのできない筆記用具により、明確に記入すること。

・サービスを提供した際の、提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況、その他必要な事項（サービス提供

者の氏名など）を記録すること。

・「利用者の心身の状況」の記録内容

　当該項目の記載がない、または、単にサービス内容を記載したもの等記録として不十分なものが見受けられるので、今後のサービス

提供に活かすために、利用者の心身の状況について把握した内容を記録すること。(例:「咳が続いている」「食事の呑み込みが悪く

なった」「体調がよかったので外出した」)等、体調などの変化にも注意した記載内容とする。

・ サービスの提供の記録に記録する項目

【訪問介護・訪問入浴（予防）・訪問看護（予防）等】

サービス提供日、サービス内容、利用者の心身の状況、その他必要な事項（提供者の氏名等）

【通所介護・通所リハビリ（予防）】

サービス提供日、サービス内容、提供者の氏名、送迎時間（事業所及び利用者宅の発着時間）、利用者の心身の状況等

【福祉用具貸与（予防）・特定福祉用具販売（予防）】

訪問日、貸与開始日、終了日、種目及び品名、利用者の心身の状況、提供した具体的なサービスの内容
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

居宅サービス共通

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

利用料等の受領 法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際にその利用者から支払いを

受ける利用料の額と、指定居宅サービス費用基準額との間に不合理な差額が生じな

いようにしなければならない。

（指導内容と必要な対応）

○介護保険給付の対象となる居宅サービスと明確に区別されないサービスを提供する場合に利用者から受ける利用料がサービス費

用基準額との間に不合理な差額があるため是正すること。

高齢者虐待の防止 (高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律　抜粋）

第二十条　養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、養介護施設従事者

等の研修の実施、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用し、又

は当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者及びその家族からの苦情の

処理の体制の整備その他の養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のため

の措置を講ずるものとする。

（指導内容）

○虐待と疑われるケースが見受けられても対応していない。

〇医療系サービスにおいて、必要な手続きのないままミトン等を使用している。

（必要な対応）

・事業者は従業者に対して研修の機会を提供するなど高齢者虐待の防止に関する取組みを行うこと。

参考：大阪府の認知症・高齢者虐待防止関連サイト

         「認知症施策・高齢者虐待防止」

         https://www.pref.osaka.lg.jp/kaigoshien/ninnshishou-gyakutai/index.html

　　　　　https://www.pref.osaka.lg.jp/kaigoshien/koreishagyakutai/index.html

　　　　　「身体拘束ゼロへの手引き」「大阪府身体拘束ゼロ推進標準マニュアル」

         https://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/kyotuinfo/sintaikousoku.html

領収証の発行 指定居宅サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定居宅サービスを

提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定居宅サービスに係る

居宅介護サービス費用基準額から当該指定居宅サービス事業者に支払われる居宅

介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。

（指導内容）

○交付する領収証に保険給付対象額、その他の費用、医療費控除対象額を区分して記載し、当該その他の費用の額については

それぞれ個別の費用ごとに区分して記載していない。

○医療費控除対象額に含まれない額を記載している。

○医療費控除額を記載していない。

〇領収証を希望のあった者のみ交付している。

（必要な対応）

・領収証には、医療費控除額を記載すること。

参考１：「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除等の取扱いについて」

（平成12年6月1日付け老発第509号・平成18年12月1日事務連絡・平成22年1月21日事務連絡・平成25年1月25日

　事務連絡）

参考２：国税庁HP　「No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」

　　　　　　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.htm

医療費控除の対象となりうるサービス（抜粋）

① 医療系サービス(訪問看護等)

② ケアプランにもとづき、①のサービスまたは医療保険の訪問看護と併せて利用している訪問・通所サービス・短期入所生活介護

　（生活援助中心型の訪問介護を除く）

③ 介護福祉士等による喀痰吸引等の対価（自己負担額の１０％）

・希望のあった利用者のみでなく、すべての者に交付すること。
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

居宅サービス共通

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

保険外サービス 指定居宅サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定居宅サービス

を提供した際に、その利用者から支払いを受ける利用料の額と、当該指定居宅サービ

スに係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしな

ければならない。

（指導内容）

○介護保険サービスと保険外サービスが、同じ運営規程等で定められている。

○介護保険サービスと保険外サービスの会計が区分されていない。

（必要な対応）

・利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理受領サービスでない指定居宅サービスを提供した際に、その利用者か

ら支払を受ける利用料の額と、法定代理受領サービスである指定居宅サービスに係る費用の額の間に、一方の管理経費の他方へ

の転嫁等による不合理な差額を設けないこと。

なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定居宅サービスの次のようサービスと明確に区分されるサービスについては、次のような方

法により別の料金設定をして差し支えない。

イ　利用者に、当該事業が指定居宅サービスの事業とは別事業であり、当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービスであ

ることを説明し、理解を得ること。

ロ　当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定居宅サービス事業所の運営規程とは別に定められていること。

ハ　会計が指定居宅サービスの事業の会計と区分されていること。

参考：「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」（平成11年９月17日付け老企第25号抜

粋）

・介護保険サービスと保険外サービスを同時一体的に提供することや、特定の介護職員による介護サービスを受けるための指名料

や、繁忙期・繁忙時間帯に介護サービスを受けるための時間指定料として利用者の自費負担による上乗せ料金を徴収することにつ

いては、単に生活支援の利便性の観点から、自立支援・重度化防止という介護保険の目的にそぐわないサービスの提供を助長する

おそれがあることや、家族への生活支援サービスを目的として介護保険を利用しようとするなど、利用者本人のニーズにかかわらず家

族の意向によってサービス提供が左右されるおそれがあること、指名料・時間指定料を支払える利用者へのサービス提供が優先さ

れ、社会保険制度として求められる公平性を確保できなくなるおそれがあること等が指摘されており、認めていない。

参考：「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」介護保険最新情報Vol.678（平成

30年9月28日）
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

居宅サービス共通

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

指定居宅サービス事業者は、利用者に対し適切な指定居宅サービスを提供できるよ

う、指定居宅サービス事業所ごとに、従業員等の勤務の体制を整備しておかなければ

ならない。

（指導内容）

○介護保険法の基準における常勤の考え方を誤って理解している為、人員基準を満たしていなかった。

○翌月の勤務表が前月末までに作成されていない。

○勤務表が事業所ごとに作成されていない。

○勤務表に従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、職種、兼務関係などが明記されていない。

○非常勤職員（登録型の訪問介護員を含む。）について勤務予定の管理を行っていない。

（必要な対応）

・常勤とは当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を

下回る場合は32時間を基本とする。）に達していることをいう。

【勤務表について】

・ 管理者を含む全ての従業者を記載し、事業所ごと、原則として月ごとに作成すること。

・ 介護保険外サービスに従事した時間が分かるように区別すること。

・ 従業者の日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提供責任者である旨等を明確に

すること。なお、登録型の訪問介護員等については、確実に勤務できるものとして管理者が把握している時間を明記すること。

・ 法人代表、役員が管理者、サービス提供責任者等の常勤従業者となリ雇用契約が必要とされない場合であっても、勤務時間、

職務の内容等を明確にすること。

指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業所ごとに、当該指定居宅サービス

事業所の従業員等によって指定居宅サービスを提供しなければならない。

（指導内容）

○指定訪問介護事業所の訪問介護員以外の者が指定訪問介護を提供している。

○雇用契約書もしくは労働条件通知書等により当該事業所管理者の指揮命令下にあること及び職務の内容が明確にされていな

い。

（必要な対応）

・ 常勤・非常勤を問わず、従業者に労働条件（雇用期間、就業場所、従事する業務（兼務の職務）、勤務時間等）を書面で

示すこと。（労働条件通知書・雇用契約書等を作成し、交付する）

指定居宅サービス事業者は、従業員等の資質の向上のために、その研修の機会を確

保しなければならない。

（指導内容）

○従業員等の資質向上に関する研修の機会が確保されていない。

○研修（内部、外部を含む）の実施記録等が保存されていない。

（必要な対応）

・前年末に翌年度の年間計画を立てるなど計画的に研修を行うこと。

・外部研修へ参加しその内容について伝達研修を行うなど、従業員の資質の向上に取り組むこと。

・研修実施後は資料等も含め、記録を残すこと。

勤務体制の確保等
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

居宅サービス共通

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

衛生管理等 指定居宅サービス事業者は、従業員等の清潔の保持及び健康状態について、必要

な管理を行わなければならない。

（指導内容）

○管理者が従業者の健康診断の結果を把握する等の管理を行っていない。

○感染症予防マニュアルを整備し、従業者に周知するなど、従業員が感染源とならないための措置がとられていない。

○居宅サービス事業者（通所系サービス・施設系サービス）が事業所内での食中毒及び感染症の発生を防止するための措置を

とっていない。

（必要な対応）

・雇用形態、勤務時間に関わらずすべての従業員等の健康状態について管理を行うこと。

・深夜業を1週に1回以上または1月に4回以上行う従業員等については6か月以内ごとに１回健康診断を実施すること。

掲示 ・居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業所の見やすい場所に、運営規程の ○事業運営にあたっての重要事項の掲示がされていない。若しくは、古い内容のまま掲示されている。秘密保持等 ・指定居宅サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用

者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

・指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービス事業所の従業者であった者が、

正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがな

いよう、必要な措置を講じなければならない。

・指定居宅サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を

用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族

の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

（指導内容）

【従業者の秘密保持について】

○従業者の在職中及び退職後における、利用者及びその家族の個人情報に関する秘密保持について、事業者と従業者間の雇用

契約、就業規則、労働条件通知書、誓約書等で取り決めが行われていない。

○取り決めが行われている場合であっても、秘密保持の対象が、「利用者及び利用者の家族の個人情報」であることが明確になって

いない。

【個人情報の使用同意について】

○サービス担当者会議等において、利用者及びその家族の個人情報を用いる場合について、それぞれから文書による同意が得られ

ていない。

【個人情報の取扱いの徹底について】

〇運営規程や重要事項説明書に、平成29年5月29日に廃止された「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱

いのためのガイドライン」が引用されている。

（必要な対応）

・新たに作成され平成29年5月30日から適用されている「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」に修正すること。

・家族の個人情報を使用する場合は、利用者だけでなく家族についても記名できる様式にしておくこと。必要最小限の個人情報を

得るようにすること。
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

居宅サービス共通

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

苦情処理  ・指定居宅サービス事業者は、提供した指定居宅サービスに係る利用者及びその家

族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置

する等の必要な措置を講じなければならない。

・指定居宅サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容

等を記録しなければならない。

（指導内容）

○苦情の内容が記録されていない、又はその様式や記録が整備されていない。

○苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取り組みを行っていない。

○苦情記録に「その後の経過」「原因の分析」「再発防止のための取組み」の記録がされていない。

（必要な対応）

・相談や要望などについても記録し、苦情につながらないように対策すること。

の質の向上に向けた取組みを自ら行うこと。

事故発生時の対応 ・指定居宅サービス事業者は、利用者に対する指定居宅サービスの提供により事故が

発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援

事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

・指定居宅サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置につい

て記録しなければならない。

（指導内容）

○事故・ひやりはっと事例報告が記録されていない。

○事故・ひやりはっとに関する記録の整備（処理簿、台帳の作成等）がされていない。

○事故記録等に「その後の経過」、「原因の分析」、「再発防止のための取組み」が記録されておらず、また「再発防止のための取組

み」が行われていない。

○報告すべき事故について市町村等に報告していない。

（必要な対応）

・事故の状況等によっては、各市町村の取扱いに応じて市町村等への報告を行うこと。

・事故が生じた際には、その原因を解明し再発防止の対策を講じること。

・事故・ひやりはっと事例発生時の状況及びこれらに際して採った処置等について事業所内で共有を行うこと。

会計の区分 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業所ごとに経理を区分するととも

に、指定居宅サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならな

い。

（指導内容）

○各介護保険サービス事業ごと及び他の事業の経理・会計が区分されていない。（訪問介護と障害福祉サービス、訪問介護と有

料老人ホーム等）

（必要な対応）

・人件費、事務的経費等についても按分するなどの方法により、それぞれの事業ごとに会計を区分すること。

参照：「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」（H13.3.28  　老振発第１８号）

【報酬に関する基準】

同一敷地内建物減算

指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建

物若しくは事業所と同一の建物に居住する利用者又は事業所における１月当たりの

利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定

訪問介護を行った場合は、減算。

（指導内容）

　事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する減算が当該

利用者においてなされていなかった。

（必要な対応）

保険者と調整の上、自主返還すること。
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

居宅サービス共通

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

（平成27年厚生労働省告示第95号４抜粋）

【賃金改善に関する計画の策定、計画に基づく措置】　（加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの要件）

⑴　介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改善」という。）に

要する費用の見込額（賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含

むことができる。以下同じ。)が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金

改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

【介護職員処遇改善計画書の作成、周知、届出】（加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの要件）

⑵　指定訪問介護事業所において、⑴の賃金改善に関する計画、当該計画に係る

実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職

員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事（地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市（以下

「指定都市」という。）及び同法第２５２条の２２第１項の中核市（以下「中核

市」という。）にあっては、指定都市又は中核市の市長。）に届け出ていること。

【賃金改善の実施】（加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの要件）

⑶　介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、

経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために介護

職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得ない

が、その内容について都道府県知事に届け出ること。

【処遇改善に関する実績の報告】（加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの要件）

⑷　当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関

する実績を都道府県知事に報告すること。

【前12月間に法令違反し、罰金以上の刑】（加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの要件）

⑸　算定日が属する月の前１２月間において、労働基準法（昭和２２年法律第

４９号）、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）、最低賃金法

（昭和３４年法律第１３７号）、労働安全衛生法（昭和４７年法律第五５７

号）、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）その他の労働に関する法令に

違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

【報酬に関する基準】

介護職員処遇改善加

算

（指導内容）

○賃金改善を行う方法について、職員に対して周知していなかった。

○介護業務に従事しない職員に対し、介護職員処遇改善加算の対象としていた。(例：管理者、事務職員etc）

○処遇改善実績報告書の賃金額が不正確であった。（例：根拠資料の積算結果と相違している、加算対象外(障害福祉サービ

ス等）の職員分も合算しているなど)

○改善実施期間中に加算額に相当する賃金改善が完了していなかった。

〇キャリアパス要件Ⅲの資格に応じ昇給する仕組みについて、介護福祉士資格を有して入職した者が、その後資格に応じた賃金改

善を受けられる仕組みとなっていない。

〇計画書を届出していない。

〇研修に係る年間計画が作成されていなかった。

〇実績報告書にかかる度重なる修正指導に対し修正がなされなかった。

（必要な対応）

・介護職員処遇改善計画書等を掲示する等の方法により、介護職員に周知すること。

・加算区分により周知が必要な事項を把握して漏れなく周知し、そのことが確認できるようにすること。

・計画書は適切に届け出ること。

・適切に研修計画を作成し、従業員に周知すること。

・実績報告書の内容を精査したうえで届け出ることとし、修正指導に対しては適切に対応すること。
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

居宅サービス共通

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

【労働保険料の納付】（加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの要件）

⑹　当該指定訪問介護事業所において、労働保険料（労働保険の保険料の徴収

等に関する法律（昭和４４年法律第８４号）第１０条第２項に規定する労働

保険料をいう。以下同じ。）の納付が適正に行われていること。

【（キャリアパスⅠ）任用の際の職責又は職務内容等の要件を書面で作成し、全て

の介護職員に周知】

（加算Ⅰ、Ⅱの要件、加算Ⅲは次のキャリアパスⅡとどちらか満たす必要ある）

⑺　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

　㈠　介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金

に関するものを含む。）を定めていること。

㈡　㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

【（キャリアパスⅡ）資質の向上の支援に関する計画の策定、研修の実施又は研修

の機会を確保し、全ての介護職員に周知】

（加算Ⅰ、Ⅱの要件、加算Ⅲは前のキャリアパスⅠとどちらか満たす必要ある）

㈢　介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の

実施又は研修の機会を確保していること。

㈣　㈢について、全ての介護職員に周知していること。

【（キャリアパスⅢ）経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に

基づき定期に昇給する仕組みを設け、全ての介護職員に周知】

（加算Ⅰのみ）

㈤　介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づ

き定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。

㈥　㈤について、書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

【（職場環境等要件）処遇改善の内容（賃金改善を除く）及び処遇改善に要す

る費用の見込額を全ての職員に周知】

（加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの要件）

⑻　(2)の届出に係る計画の期間中に実施する介護職員の処遇改善の内容（賃金

改善に関するものを除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要する費用の見込額を

全ての職員に周知していること。

介護職員処遇改善加

算続き
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

訪問介護

【人員に関する基準】

 指定訪問介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき訪問介護員

等（指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項 に規定する

政令で定める者をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。）の員数は、常勤

換算方法で、2.5以上とする。

（指導内容）

○訪問介護員等が常勤換算方法で、2.5以上確保されていない。

○勤務表上における登録訪問介護員の勤務時間数と実態が乖離している。

（必要な対応）

・登録訪問介護員等によるサービス提供の実績がある事業所については、登録訪問介護員等１人当たりの勤務時間数は、当該

事業所の登録訪問介護員等の前年度の週当たりの平均稼働時間（サービス提供時間及び移動時間をいう）により、常勤換算

すること。

・登録訪問介護員等によるサービス提供の実績がない事業所、又は極めて短期の実績しかない等のため前年度の稼働実績によっ

て、勤務延時間数の算定を行うことが適当でないと認められる事業所については、当該登録訪問介護員等が確実に稼働できるもの

として勤務表に明記されている時間のみを勤務延時間数に算入すること。なお、この場合においても、勤務表上の勤務時間数は、

サービス提供の実態に即したものでなければならないため、勤務表上の勤務時間と実態が乖離していると認められる場合には、勤務

表上の勤務時間の適正化の指導対象となる。

【訪問介護計画の作成】

サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定

訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した

訪問介護計画を作成しなければならない。

（指導内容）

○訪問介護計画が作成されていない。

○訪問介護計画に訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されていない。

○訪問介護計画の訪問介護の目標が利用者のための目標となっていない。

○不定期なサービス（通院介助等）が未記載、または不十分な記載となっている。

〇居宅サービス計画に照らし訪問介護計画の内容・時間が異なる。

〇利用者の状況等を踏まえ、訪問介護計画を見直すことが行われていない。

（必要な対応）

・ サービス提供責任者は、利用者の状況を把握・分析し、訪問介護の提供によって、解決すべき問題状況を明らかにした上で（ア

セスメント）、援助の方向性や目標を明確にし、提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにした訪問介護計

画を作成すること。

・サービス内容や提供時間の実態が、居宅サービス計画と異なることが常態化している場合は居宅介護支援事業所と調整の上、計

画の変更を行うこと。

２　 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の

内容に沿って作成しなければならない。

（指導内容）

○居宅サービス計画に基づかないサービスを位置づけている、又は居宅サービス計画に位置づけているサービスを位置付けていない。

○居宅サービス計画が変更されているにもかかわらず、訪問介護計画が変更されていない。

（必要な対応）

・ 訪問介護計画は、居宅サービス計画の内容に沿ったものにすること。

居宅サービス別

訪問介護

【運営に関する基準】

44



指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

居宅サービス別

３　サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利

用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

（指導内容）

○訪問介護計画を利用者又はその家族に説明のうえ、利用者の同意を得ていない。

○利用者の同意・交付日がサービス提供後になっている。

（必要な対応）

・ 訪問介護計画の作成にあたっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

４　サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を

利用者に交付しなければならない。

（指導内容）

○訪問介護計画を、利用者に交付していない。

（必要な対応）

・ 作成した訪問介護計画は利用者に交付すること。

５　サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状

況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。

（指導内容）

〇突発的にサービス提供を行った際に訪問介護計画の変更が行われていない。

〇利用者の状態の変化等により追加的なサービスを行っているにもかかわらず訪問介護計画の変更がされていない。

〇目標に対する達成度が確認できない。

（必要な対応）

・訪問介護計画に位置づけのない突発的なサービス提供について介護報酬の算定をする場合には介護支援専門員が必要と認める

範囲において、訪問介護計画について必要な変更を行うこと。

訪問介護

【運営に関する基準・訪

問介護計画の作成続

き】
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

居宅サービス別

訪問介護

【介護報酬の算定及び

取扱い】

【初回加算】

指定訪問介護事業所において、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、

サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に

指定訪問介護を行った場合又は当該指定訪問介護事業所その他の訪問介護員

等が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を

行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、１月につき所定単位数を加算

する。

（指導内容）

初回加算を算定しているが、サービス提供責任者の同行が確認できなかった。

（必要な対応）

加算を算定する場合は、要件を確認したうえで適切に対応すること。該当加算分について保険者と調整の上、自主返還すること。

【管理者の責務について】

（指導内容）

○従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令を行っていない。

○管理者責務に関する理解が不十分であった。

○管理者が頻繁に訪問に出ており、管理者の本来業務の遂行に支障を来している。

（必要な対応）

・管理者は事業所の従業者に運営基準等を遵守させるよう指揮命令を行うこと。

・管理者は事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うこと。

【サービス提供責任者の責務について】

（指導内容）

○サービス提供責任者が行っている訪問介護業務が、サービス提供責任者の本来業務の遂行に支障を来している。

（必要な対応）

・サービス提供責任者が訪問介護業務を行う場合は、本来業務に支障がないよう留意すること。なお、サービス提供責任者は、訪

問介護計画の作成業務のほか、訪問介護に関するサービス内容の管理について必要な業務として次の業務を行うものとする。

①　訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。

②　利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

③　サービス担当者会議への出席等により居宅介護支援事業者等と連携を図ること。

④　訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

⑤　訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

⑥　訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理をすること。

⑦　訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

⑧　その他サービス内容の管理について、必要な業務を実施すること。また、業務を画一的にとらえるのではなく、訪問介護事業所の

状況や実施体制に応じて適切かつ柔軟に業務を実施するよう留意するとともに、常に必要な知識の修得及び能力の向上に努める

こと。

訪問介護

【運営に関する基準】

【管理者及びサービス提供責任者の責務】

指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務

の管理を、一元的に行わなければならない。

２指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章

の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

３サービス提供責任者は、第二十四条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる業

務を行うものとする。

一 　指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。

二 　利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

三 　サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図るこ

と。

四 　訪問介護員等（サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。）に対

し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情

報を伝達すること。

五　 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

六 　訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

七 　訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

八 　その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

居宅サービス別

訪問介護

【介護報酬の算定及び

取扱い】

【特定事業者加算Ⅰ】

特定事業者加算（１）を取得するには以下の体制要件（イ～ホ）いずれにも適

合する

必要がある。

イ）計画的な研修の実施

　　事業所の全ての訪問介護員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を作成

し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。

ロ）会議の定期的開催

　　利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当

該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定

期的に開催すること。

ハ）文書等による指示及びサービス提供後の報告

　　サービスの提供に当たっては、サービス提供責任が、当該利用者を担当する訪問

介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を

文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担

当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。

二）定期健康診断の実施

ホ）緊急時における対応方法の明示

（指導内容）

　特定事業者加算（１）を取得しているものの、少なくとも当初より体制要件（ハ）を満たしていなかった。

（必要な対応）

　変更届を提出すること。該当加算分について保険者と調整の上、自主返還すること。
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

居宅サービス別

養護老人ホーム、軽費

老人ホーム、有料老人

ホーム、サービス付き高

齢者向け住宅に併設す

る訪問介護事業所にお

ける訪問介護サービス

提供についての留意事

項

※訪問介護事業所への

指摘事項に加え、有料

老人ホーム等に対する

指摘事項含む。

（指導内容）

【設備基準】

〇専用区画の配置等を変更しているが、所管庁へ届け出ていない。

【人員基準】

○管理者、サービス提供責任者が夜間の施設サービスに従事することにより、訪問介護事業所の営業時間に勤務していない日が多く、管理者業務、サービス提供責任者の業務の遂行に支障をきたしている。

○サービス提供責任者が介護保険外サービスに従事することにより、サービス提供責任者要件である常勤専従を満たしていない。

○訪問介護員等が介護保険外サービスに従事することにより、常勤換算で2.5人の人員要件を満たしていない。

【勤務体制の確保】

○有料老人ホーム等の施設職員と訪問介護事業所のヘルパーとの職務内容が明確に区分されていない。

【衛生管理等】

〇深夜業を1週に1回以上又は1月に4回以上行う従業員等について6か月以内ごとに１回健康診断が実施されていない。

【虐待防止】

〇必要な手続きを経ることなく４点柵などの身体的拘束がされている。

【訪問介護計画】

○アセスメントや利用者の希望に基づいた、適切な訪問介護計画が作成されていない為、不必要な若しくは過剰なサービス提供が一律に行われている。

○訪問介護等の介護保険サービスと介護保険外サービスの区分が明確でないため、従業員がいずれのサービスを提供しているのか把握できていない。また、利用者はいずれのサービスを受けているのか把握できていない。

【介護報酬】

○１人の訪問介護員等が同時に複数の利用者に対して、サービス提供を行っている。

○複数の要介護者がいる世帯において、同一時間帯に訪問介護を提供した際、いずれか一方の利用者のみのサービスとして報酬が請求されている。

○同一建物居住者に行ったサービスに対して、適正に減算されていない。

○日中・夜間を問わず、訪問介護のサービス提供内容が単なる本人の安否確認や健康チェックでありそれに伴い若干の身体介護又は生活援助を行うような場合は訪問介護費を算定できないが、算定していた。

（必要な対応）　※訪問介護事業所分のみ記載

有料老人ホーム等高齢者向け住宅でのサービス提供にあたっては、勤務体制の区分、利用者に対しての介護保険サービスと介護保険外サービスとの区分に留意すること。

なお、常勤の訪問介護員等が介護保険外サービスに従事する場合は、介護保険外サービスに従事した時間を考慮し、訪問介護員等の員数確保に留意すること。

有料老人ホーム等で訪問介護員が常駐していたり、書類の保管、サービス提供状況の把握、従業者の勤務管理等の一部の業務処理を行っているなど、サービス提供の拠点となる場合は、その区画で事業所の指定を

受けること。

48



指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

居宅サービス別

 【訪問看護計画書】

看護師等（准看護師を除く。以下同じ。）は、利用者の希望、主治の医師の指示

及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的な

サービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。

２　看護師等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内

容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。

３　看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利

用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

４　看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用

者に交付しなければならない。

５　看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成

しなければならない。

（介護予防訪問看護）

看護師等は、介護予防訪問看護計画書に基づくサービスの提供の開始時から、当該

介護予防訪問看護計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、

少なくとも１回は、当該介護予防訪問看護計画書の実施状況の把握を行うものとす

（指導内容と必要な対応）

○訪問看護計画書がサービス提供前に作成・交付されていない。（訪問看護の内容について、利用者又はその家族に対する説明

が行われておらず、同意を得ていない場合を含む。）ため、作成・説明・交付すること。

○訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成しておらず、主治医に提出していないため、計画書及び報告書を作成し主治医に

提出すること。

※令和３年度より「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」が変更されているので確認すること。

（指導内容と必要な対応）

○介護予防訪問看護計画書に、「サービスの提供を行う期間」が記載されていないため記載すること。

○介護予防訪問看護計画書の実施状況の把握（モニタリング）が実施されていないため実施すること。

【主治の医師との関係】

指定訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看

護が行われるよう必要な管理をしなければならない。

２　指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師によ

る指示を文書で受けなければならない。

３　指定訪問看護事業者は、主治の医師に次条第一項に規定する訪問看護計画

書及び同条第五項に規定する訪問看護報告書を提出し、指定訪問看護の提供に

当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。

（指導内容）

○指示書の内容が現状と合っていない。

○指示書の期限が切れている。

〇主治の医師以外から指示書を受けている。

（必要な対応）

・指示書の内容を現状と合わせる。

・指示書は主治の医師以外の複数の医師から交付を受けることはできない。

・訪問看護の実施については、慎重な状況判断が要求されることを踏まえ、主治の医師との密接かつ適切な連携を図ること。【勤務体制の確保等】

指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、当該指定訪問看護事業所

の看護師等によって指定訪問看護を提供しなければならない。

（指導内容）

〇当該指定訪問看護事業所の理学療法士でなく、委託先の理学療法士によるサービス提供が行われている。

（必要な対応）

・指定訪問看護の提供は、当該指定訪問看護事業所の看護師等によって行うこと。

【利用料等の受領】

指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護を提供し

た際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問看護に係る居宅介護

サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介護サービス

費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。

（指導内容）

〇衛生材料費を徴収していた。

（必要な対応）

・指定訪問看護の提供に係る衛生材料費を利用者から徴収することはできない。

・「指定訪問看護事業所が卸売販売業者から購入できる医薬品等の取扱いについて」（平成23年5月13日厚生労働省医薬食

品局総務課／老健局老人保健課／保健局医療課　事務連絡）を確認すること。

訪問看護・介護予防訪

問看護

【運営に関する基準】
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

居宅サービス別

【訪問看護費】

所要時間の算定は、サービス提供に現に要した時間ではなく、計画に位置付けられた

内容の指定訪問看護を行うのに要する標準的な時間で行わなければならない。

（指導内容）

○通院によるリハビリが困難な利用者ではないのにサービス提供をしていた。（別の病院には通うなどしている）

（必要な対応）

・通院により同様のサービスが担保されるのであれば、通院サービスを優先すること。

・通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での居宅での支援が不可欠な者に対して、ケアマネジメントの結果、訪問看護の提

供が必要と判断された場合、そのことを適切に記録すること。

・適切なアセスメントにより居宅サービス計画に位置付けられていること。

【准看護師がサービス提供を行う場合】

准看護師が訪問することとされている場合に、事業所の事情により准看護師以外の看

護師等が訪問することになった場合には所定単位数に100分の90を乗じて得た単位

数を算定すること。また、准看護師以外の看護師等が訪問することとされている場合

に、准看護師が訪問する場合も減算した単位数を算定すること。

（指導内容と必要な対応）

○准看護師が訪問したにもかかわらず、所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数を算定していないため、適切に算定するこ

と。

訪問看護・介護予防訪

問看護

【介護報酬の算定及び

取扱い】
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

居宅サービス別

訪問看護・介護予防訪

問看護

【介護報酬の算定及び

取扱い】

【理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護について】

①理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、その訪問が看護

業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わり

に訪問させるという位置付けのものである。

なお、言語聴覚士による訪問において提供されるものは、あくまで看護業務の一部であ

ることから、言語聴覚士の業務のうち保健師助産師看護師法（昭和23年法律第

203号）の規定にかかわらず業とすることができるとされている診療の補助行為（言語

聴覚士法（平成９年法律第132号）第42条第１項）に限る。

②理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、１回当たり20分

以上訪問看護を実施することとし、1人の利用者につき週に6回を限度として算定す

る。

③理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士による訪問看護は、1日に2回を超え

て（3回以上）行う場合には1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位

数を算定する。なお、当該取扱いは、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が

連続して３回以上訪問看護を行った場合だけでなく、例えば午前中に2回、午後に1

回行った場合も同様。

④理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問看護を提供している利用者に

ついては、毎回の訪問時において記録した訪問看護記録書等を用い、適切に訪問看

護事業所の看護職員及び理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士間で利用

者の状況、実施した内容を共有するとともに、訪問看護計画書（以下、「計画書」と

いう。）及び訪問看護報告書（以下、「報告書」という。）は、看護職員（准看護

師を除く）と理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が連携し作成すること。ま

た、主治医に提出する計画書は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施

した内容も一体的に記載するものとし、報告書には、理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士が提供した訪問看護の内容とその結果等を記載した文書を添付するこ

と。

⑤複数の訪問看護事業所から訪問看護を受けている利用者について、計画書及び

報告書の作成にあたっては当該複数の訪問看護事業所間において十分な連携を図っ

たうえで作成すること。

⑥計画書及び報告書の作成にあたっては、訪問看護サービスの利用開始時及び利用

者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の

適切な評価を行うこと。

⑦⑥における、訪問看護サービスの利用開始時とは、利用者が過去２月間（暦

月）において当該訪問看護事業所から訪問看護（医療保険の訪問看護を含

む。）の提供を受けていない場合であって、新たに計画書を作成する場合をいう。ま

た、利用者の状態の変化等に合わせた定期的な訪問とは、主治医からの訪問看護指

示書の内容が変化する場合や利用者の心身状態や家族等の環境の変化等の際に

訪問することをいう。

（指導内容）

○理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護について、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中

心としたものである場合に、看護職員（准看護師を除く）の代わりに訪問させるものであること等を利用者に説明した上で同意を得

ていない。

○理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護について、看護職員が定期的な訪問により利用者の状態の適切な

評価を行っていない。

（必要な対応）

・同意に係る様式や方法は問わないが、口頭で得た場合には同意を得た旨の記録を行うこと。

・訪問看護サービスの「利用開始時」については、利用者の心身の状態等を評価する観点から、初回の訪問は理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士の所属する訪問看護事業所の看護職員が行うことを原則とする。また、「定期的な看護職員による訪問」

については、少なくとも概ね3ヶ月に１回程度行うこと。なお、当該訪問はケアプランに位置づけ訪問看護費の算定までを求めるもの

ではないが、訪問看護費を算定しない場合は、訪問日、訪問内容等を記録すること。
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

居宅サービス別

訪問看護・介護予防訪

問看護

【介護報酬の算定及び

取扱い】

【ターミナルケア加算について】

・ターミナルケアを受ける利用者について、24時間連絡できる体制を確保しており、かつ

必要に応じて指定訪問看護を行うことができる体制が整備できていること。

・主治医との連携のもとに、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制

について利用者及びその家族に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行うこ

と。

・ターミナルケアの提供について、利用者の身体の状況の変化等必要な事項が適切に

記録されていること。

（指導内容）

○利用者又はその家族から同意が得られていない。

○訪問看護計画書にターミナルケアの内容が記載されていない。

（必要な対応）

次に掲げる事項を訪問看護記録書に記録すること。

・終末期の身体症状の変化及びこれに対する看護についての記録

・療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状況の変化及びこれに対するケアの経過についての記録

・看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて利用者及び家族の意向を把握し、それに基づくアセスメント及び対応の経過の記

録

通所サービス共通

【設備に関する基準】

指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有す

るほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提

供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 　前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 　食堂及び機能訓練室

イ　食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積

は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

ロ　イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障が

ない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保

できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

二 　相談室　遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されている

こと。

3 　第一項に掲げる設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなけ

ればならない。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、こ

の限りでない。

4 　前項ただし書の場合（指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、

夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該

サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定通所介護事業者に係る

指定を行った都道府県知事（指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核

市の市長。以下同じ。）に届け出るものとする。

5 　指定通所介護事業者が第九十三条第一項第三号に規定する第一号通所事

業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第一

号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市

町村の定める当該第一号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第一

項から第三項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

【事故の未然防止について】

（指導内容）

○利用者の手の届く範囲に、洗剤等を置いている。

○事務所内の掲示に押しピン、小さなマグネット等を使用している。

（必要な対応）

・押しピン、小さなマグネット等は誤飲等、事故の恐れがあるので、使用しないようにすること。

【宿泊デイサービスについて】

（指導内容）

〇宿泊デイサービスを実施しているにもかかわらず、所管庁に届出を行っていない。

（必要な対応）

・宿泊デイサービスを未届で実施している場合は、指導対象となるため適切に届出を行うこと。

【設備の変更】

（指導内容）

○届出ている平面図と大幅に実態が異なっていた。

○食堂及び機能訓練室に事務区画等があるが、当該事務区画等の面積を食堂及び機能訓練室の面積から除いていない。

（必要な対応）

・速やかに所管庁へ変更届を提出すること。
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

居宅サービス別

通所介護

【人員に関する基準】

指定通所介護の事業を行う者（以下「指定通所介護事業者」という。）が当該事

業を行う事業所（以下「指定通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以

下この節から第四節までにおいて「通所介護従業者」という。）の員数は、次のとおりと

する。

一 　生活相談員　指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供してい

る時間帯に生活相談員（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤

務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で

除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数

二 　看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。）　指定通所

介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保

されるために必要と認められる数

三 　介護職員　指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時

間帯に介護職員（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務して

いる時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数（次項において「提

供単位時間数」という。）で除して得た数が利用者（当該指定通所介護事業者が

法第百十五条の四十五第一項第一号 ロに規定する第一号 通所事業（旧法第八

条の二第七項 に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定める

ものに限る。）に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業

と当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に

あっては、当該事業所における指定通所介護又は当該第一号通所事業の利用者。

以下この節及び次節において同じ。）の数が十五人までの場合にあっては一以上、十

五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加え

た数以上確保されるために必要と認められる数

四 　機能訓練指導員　一以上

（指導内容）

○管理者が介護保険外の（宿泊）サービスに従事している為、通所介護事業所の常勤専従要件を満たしていない。

○生活相談員に必要な人員数が配置されていなかった。

○看護職員の員数が基準を満たしているか確認できなかった。

（必要な対応）

①確保すべき生活相談員の勤務延時間数の計算式

　提供日ごとに確保すべき勤務延時間数＝提供時間数（サービス提供開始時刻から終了時刻まで）

②確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式

・利用者15人まで　　単位ごとに確保すべき勤務延時間数

　　　　　　　　　　　　　＝平均提供時間数（利用者ごとの提供時間数の合計を利用者数で除して得た数）

・　〃　　16人以上　　単位ごとに確保すべき勤務延時間数

　　　　　　　　　　　　　＝（（利用者数－15）÷5＋1）×平均提供時間数（利用者ごとの提供時間数の合計を利用者数で除

して得た数）

③看護師又は准看護師については、単位ごとに専ら当該指定通所介護の提供に当たる職員が1以上確保されるために必要と認め

られる数を配置すること。なお、専従する必要はないが、提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図ること。

　【配置例】

　・併設施設・他の職務との兼務

　・病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携

④看護師又は准看護師の配置が必要な事業所において、当該看護師又は准看護師が機能訓練指導員と兼務している場合は、

勤務時間を明確に切り分けること。
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

居宅サービス別

【通所介護計画の作成】

指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれてい

る環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービ

スの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならない。

２　通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅

サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

３　指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内

容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならな

い。

４　指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所

介護計画を利用者に交付しなければならない。

５　通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービス

の実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。

（指導内容）

通所介護計画が作成されていなかった。通所介護計画について、利用者の同意を得たことが確認できなかった。

（必要な対応）

居宅サービス計画の内容に沿って通所介護計画を作成すること。

通所介護計画の主要事項を利用者に説明し同意を得ること。

【利用料等の受領】

指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供し

た際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護

サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス

費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 　指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を

提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅

介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならな

い。

3 　指定通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費

用の額の支払を利用者から受けることができる。

一 　利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対

して行う送迎に要する費用

二 　指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定

に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に

係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用

三 　食事の提供に要する費用

四 　おむつ代

五 　前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供される便宜のう

ち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担さ

せることが適当と認められる費用

4 　前項第三号に掲げる費用については、別に知事が定めるところによるものとする。

5 　指定通所介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たって

は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説

明を行い、利用者の同意を得なければならない。

（指導内容）

○食事代及びおむつ代以外で、利用者の個別事由に関わらない、日常生活費については請求することはできない。

○介護に必要な福祉用具の費用や洗濯代について、請求することはできない。

（参照：通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」（H12.3.30　老企第54号）

（必要な対応）

・費用徴収ができる場合は、利用者の希望によって、身の回り品又は教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する

場合とすること。

・洗濯代は日常生活費に含まれているので、事業所で負担すること。（利用者の個別事由によらない洗濯代を徴収することはでき

ない。）

通所介護

【運営に関する基準】
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

居宅サービス別

【非常災害対策】

指定通所介護事業者は、災害対策に関する具体的な計画を作成し、関係機関への

通報及び連携のための体制を整備し、並びにこれらを定期的に従業者に周知するとと

もに、定期的に避難、救助等の訓練を行わなければならない。

（指導内容）

〇非常災害に関する具体的計画を策定していない。

〇防火管理者が選任されていない。

〇避難訓練を年に２回以上実施していない。

（必要な対応）

・計画の策定、防火管理者の選任及び避難訓練の通知については、消防機関に届出をすること。

通所介護

【介護報酬の算定及び

取扱い】

【個別機能訓練加算】

個別機能訓練加算は、専ら機能訓練を実施する理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師を配

置し、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに心身の状態や居宅の環境をふま

えた個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき計画的に機能訓練を行うこと

で、利用者の生活機能の維持・向上を図り、住み慣れた地域で居宅において可能な

限り自立して暮らし続けることを目指すために設けられたものである。本加算の算定にあ

たっては、加算設置の趣旨をふまえた個別機能訓練計画の作成及び個別機能訓練

が実施されなければならない。

（指導内容）

個別機能訓練計画を作成後、３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問したうえで、当該利用者の居宅における生活状況をそ

の都度確認することが必要であるが、確認したことが不明な利用者がいた。

（必要な対応）

確認した場合は居宅訪問チェックシート等を活用し記録しておくこと。

通所介護

【運営に関する基準】
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

居宅サービス別

短期入所生活(療養)

介護・介護予防短期入

所生活(療養)介護

【運営に関する基準】

【内容及び手続の説明及び同意】

指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、

あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し第百六十五条に規定する運営規程の概

要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択

に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容

及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。

2 　電磁的方法による場合は、文書により交付したものとみなす。

【利用料の受領等】

指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入

所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期

入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所生活介

護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるこ

ととする。

2　指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短

期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短

期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生

じないようにしなければならない。

3　指定短期入所生活介護事業者は、前二項の額のほか、次に掲げる費用の額の

支払を利用者から受けることができる。

一　食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者

介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費

の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者

に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第

一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

二　滞在に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護

サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の

基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に

代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二

号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

三　知事が定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに

伴い必要となる費用

四　知事が定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに

伴い必要となる費用

五　送迎に要する費用(知事が定める場合を除く。)

六　理美容代

七　前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜の

うち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担

させることが適当と認められるもの

（指導内容）

○利用料、その他費用について説明されていない。

○利用料、その他費用の額等が適切に定められていない。

○利用料等の支払いを受けるにあたって、あらかじめ利用者又はその家族に対して、利用料等の明細を記載した重要事項説明書

等により説明を行っていない、又は同意を得た上で交付していない。

○トロミ剤について介護サービス費外で別途徴収している。

（必要な対応）

・利用料等の支払いを受けるにあたって、あらかじめ利用者又はその家族に対して、利用料等の明細を記載した文書を交付して説

明を行い、利用者の同意を得ること。

・利用料の支払いのほかにイ～トにかかる費用の支払いを受けることは可能であるが、保険給付対象のサービスと明確に区分されな

いあいまいな名目による費用の徴収は認められないため、明確に区分すること。

イ、食費　ロ、滞在費　ハ、特別な居室代　ニ、特別な食事代　ホ、送迎費　ヘ、理美容代　ト、利用者の希望によって、身の回り

品又は教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る費用

※刻み食、ミキサー食にかかる手間は食費に含まれる

（参考：通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて　平成12年3月30日老企第54号）

（指導内容）

○食費について、一食ごとに分けて設定していない。

（必要な対応）

・食費は利用者と施設との契約により設定するものであり、朝食・昼食・夕食と分けて設定することも可能である。特にショートスティ

（短期入所生活介護・短期入所療養介護）については、入所の期間も短いことから、原則として一食ごとに分けて設定し、提供し

た食事分のみ徴収すること。

（参考：「ショートステイ（短期入所生活介護、短期入所療養介護）における食費の設定について」平成24年9月5日　事務連

絡　老健局振興課・老人保健課）
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

居宅サービス別

短期入所生活(療養)

介護・介護予防短期入

所生活(療養)介護

【運営に関する基準・利

用料の受領等続き】

【利用料の受領等】続き

4　前項第一号から第四号までに掲げる費用の内容については、知事が定めるところに

よる。

5　指定短期入所生活介護事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっ

ては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した

文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。この場合におい

て、同項第一号から第四号までの費用に係る同意については、文書によるものとする。

短期入所生活(療養)

介護・介護予防短期入

所生活(療養)介護

【運営に関する基準】

【短期入所生活（療養）介護計画の作成について】

指定短期入所生活（療養）介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続

して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びそ

の置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活（療養）介護の提供の開始前

から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入

所生活（療養）介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するため

の具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活（療養）介護計画を作成し

なければならない。

2　短期入所生活（療養）介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場

合は、当該計画に適合するよう作成しなければならない。

3　指定短期入所生活（療養）介護事業所の管理者は、短期入所生活（療養）

介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明

し、利用者の同意を得なければならない。

4　指定短期入所生活（療養）介護事業所の管理者は、短期入所生活（療養）

介護計画を作成した際には、当該短期入所生活（療養）介護計画を利用者に交

付しなければならない。

（指導内容）

○管理者及びその他の短期入所生活(療養)介護従業者との協議の上、短期入所生活(療養)介護計画を作成していない。

○相当期間（概ね4日間）以上にわたり継続して入所する利用者に対して、短期入所生活（療養）介護計画を作成していな

い。又は、作成しているものの、その内容について利用者又はその家族に対し説明し、同意を得ていない、あるいは交付していない。

○短期入所生活（療養）介護計画に基づいたサービス提供を行っていない。

○介護予防短期入所生活介護計画にサービス提供を行う期間等を記載していない。

（必要な対応）

・相当期間以上継続して入所することが予定されている利用者については、短期入所生活（療養）介護の提供前から終了後に

至るまでのサービスの継続性に配慮し、管理者及び他の従業者との協議の上、短期入所生活(療養)介護計画を作成すること。

・短期入所生活（療養）介護計画にはサービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容を記載すること。また

その内容を利用者または家族へ説明し、同意を得ること。

・短期入所生活（療養）介護計画を利用者に交付すること。

・サービス提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所生活介護計画を作成すること。
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

居宅サービス別

短期入所生活介護・介

護予防短期入所生活

介護

【介護報酬の算定及び

取扱い】

【長期利用者減算について】

居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続30日を超えて利用している

者に対して短期入所生活介護を提供した場合は、減算。

（指導内容）

減算を確認できなかった。

（必要な対応）

保険者と調整うえ、自主返還すること。

特定施設入居者生活

介護・介護予防特定施

設入居者生活介護

【運営に関する基準】

【利用料等の受領】

指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定

特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、

当該指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該

指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控

除して得た額の支払を受けるものとする。

2 　指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない

指定特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料

の額と、指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間

に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 　指定特定施設入居者生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次

に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

一 　利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

二 　おむつ代

三 　前各号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護の提供において提

供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、そ

の利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 　指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提

供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費

用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

（指導内容）

○食事代及びおむつ代以外で、利用者の個別事由に関わらない、日常生活費については請求することはできない。

○介護に必要な福祉用具の費用や洗濯代について、請求することはできない。

（参照：「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」（H12.3.30　老企第54号））

（必要な対応）

・費用徴収ができる場合は、利用者の希望によって、身の回り品又は教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する

場合とすること。

・洗濯代は日常生活費に含まれているので、事業所で負担すること。（利用者の個別事由によらない洗濯代を徴収することはでき

ない。）
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

居宅サービス別

特定施設入居者生活

介護・介護予防特定施

設入居者生活介護

【介護報酬の算定及び

取扱い】

【身体拘束廃止未実施減算】

上記の5及び６を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数

の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

（老企第40号　第２の４(4)）

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われていた場

合ではなく、身体拘束等を行う場合の記録を行っていない場合及び身体的拘束の適

正化のための措置を講じていない場合に、入居者全員について所定単位数から減算

することとなる。

具体的には、記録を行っていない、身体的拘束の適正化のための対策を検討する委

員会を３月に１回以上開催していない、身体的拘束適正化のための指針を整備して

いない又は身体的拘束適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた

場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から３月後

に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の

翌月から改善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から

減算することとする。

（指導内容）

○以下の減算事由に該当しているが、所定単位数の10/100に相当する単位数を所定単位数から減算せずに請求していた。

　・身体拘束等を行う場合の記録を行っていない。

　・身体的拘束適正化のための指針を整備していない。

　・身体的拘束適正化のための定期的な研修が実施されていない。

　・身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催していない。

（必要な対応）

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合で身体拘束を行う場合は、上記の５及び６にか

かる対応を行うこと。

参考：大阪府の認知症・高齢者虐待防止関連サイト

         「認知症施策・高齢者虐待防止」

         https://www.pref.osaka.lg.jp/kaigoshien/ninnshishou-gyakutai/index.html

　　　　　「身体拘束ゼロへの手引き」「大阪府身体拘束ゼロ推進標準マニュアル」

         https://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/kyotuinfo/sintaikousoku.html

特定施設入居者生活

介護・介護予防特定施

設入居者生活介護

【運営に関する基準】

【身体拘束】

4　指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提

供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならない。

5　指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記

録しなければならない。

6　指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次

に掲げる措置を講じなければならない。

一　身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

二　身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

三　介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。

（必要な対応）

【身体的拘束適正化検討委員会】

・幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、看護職員、介護職員、生活相談員）により構成する。

・身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。

・介護職員その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、上記の様式に従い、身体拘束

等について報告すること。また、委員会においては、報告された事例を集計し、分析すること。

・事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事

例の適正性と適正化策を検討すること。また、適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。

・報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。

【身体的拘束等の適正化のための指針】 以下の項目を盛り込むこと。

・施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方

・身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項

・身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

・施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針

・身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針

・入居者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

・その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

【研修】

・指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束

等の適正化の研修を実施すること。

・研修の実施内容についても記録すること。
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

居宅サービス別

【夜間看護体制加算】

以下の施設基準二十三に適合するものとして届け出た指定特定施設は、利用者に

指定特定施設入居者生活を行った場合に、夜間看護体制加算として1日つき10単

位を加算する。

イ　常勤の看護師を１名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。

ロ　看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携

により、利用者に対して、２４時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて健

康上の管理等を行う体制を確保していること。

ハ　重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家

族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

（指導内容）

○常勤の看護師が配置されていない。

○看護に係る責任者が定められていない。

○入居の際に、利用者又はその家族等に対し、重度化した場合における対応に係る指針の内容を説明し、同意を得ていない。

（必要な対応）

夜間看護体制加算を算定する場合は左の要件を満たすこと。

【医療機関連携加算】

看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的に記録している場合において、当該

利用者の同意を得て、協力医療機関（指定居宅サービス基準第１９１条第１項

に規定する協力医療機関をいう。）又は当該利用者の主冶の医師に対して、当該

利用者の健康の状況について月に１回以上情報を提供した場合は、医療機関連携

加算として、１月につき80単位を所定単位数に加算する。

（指導内容）

〇医療機関に対して情報提供を行うことについて、利用者から同意を得たことが確認されない。

○医療機関に対して情報提供を行った場合は、協力医療機関の医師等から、署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を

得ることとされているが、受領の確認が行われていない。

○あらかじめ、指定特定施設入居者生活介護事業者と協力医療機関等で、情報提供の期間及び利用者の健康の状況の著しい

変化の有無等の提供する情報の内容について定めておく必要があるところ、それらの内容が確認されない。

（必要な対応）

左記の内容及び「老企第36号の医療機関連携加算」等の要件を満たすこと。

【口腔衛生管理体制加算】

以下のイ及びロに適合する指定特定施設は、歯科医師又は歯科医師の指示を受け

た歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回

以上行っている場合に、口腔衛生管理体制加算として、1月につき30単位を所定単

位数に加算する。

イ　事業所において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助

言及び指導に基づき、利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されているこ

と。

ロ　人員基準欠如に該当していないこと。

（指導内容）

○介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導又は入居者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言

及び指導を行うにあたり、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間外の時間帯に行ったことが確認できない。

（必要な対応）

左記の内容及び「老企第40号の口腔衛生管理体制加算」等の要件を満たすこと。

特定施設入居者生活

介護・介護予防特定施

設入居者生活介護

【介護報酬の算定及び

取扱い】
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

居宅サービス別

福祉用具貸与・介護予

防福祉用具貸与

福祉用具販売・介護予

防福祉用具販売

【人員に関する基準】

指定福祉用具貸与の事業を行う者（以下「指定福祉用具貸与事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定福祉用具貸与事業所」という。）ごとに置くべ

き福祉用具専門相談員（介護保険法施行令第四条第一項 に規定する福祉用具

専門相談員をいう。以下同じ。）の員数は、常勤換算方法で、２以上とする。

2 　指定福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場

合であって、当該指定に係る事業と指定福祉用具貸与の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応

じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、

前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

一 　指定介護予防福祉用具貸与事業者（指定介護予防サービス等基準条例第

二百四十条第一項 に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。以下同

じ。）　指定介護予防サービス等基準条例第二百四十条第一項

二 　指定特定介護予防福祉用具販売事業者（指定介護予防サービス等基準条

例第二百五十七条第一項 に規定する指定特定介護予防福祉用具販売事業者を

いう。以下同じ。）　指定介護予防サービス等基準第条例第二百五十七条第一項

三 　指定特定福祉用具販売事業者　第二百六十八条第一項

（管理者）

・指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従

事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉用具貸与事業所の

管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、

又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとす

る。

（指導内容）

○福祉用具専門相談員が常勤換算方法で2以上配置されていない。

（必要な対応）

・福祉用具専門相談員を常勤換算方法で２以上配置すること。

その他参考：福祉用具専門相談員の経過措置の終了について

平成27年度の介護保険制度改正に伴い、平成27年4月1日より、　福祉用具専門相談員は、介護職員養成研修修了者（介

護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者）を要件から除き、福祉用具に関す

る知識を有している国家資格保有者及び福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定されるにあたり、平成27年3月31日時

点で、介護職員養成研修修了者（介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程修了者、介護職員初任者研修修了者）が福

祉用具専門相談員として助言を行って選定された福祉用具の貸与又は販売については、期間限定で引き続き有効であるとの経過

措置が取られていたが、平成28年3月31日をもって終了している。
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指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項

項目 大阪府条例に定められた基準等（抜粋） 指導内容と必要な対応

居宅サービス別

【福祉用具貸与計画の交付について】

福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福祉用具貸

与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならな

い。

（指導内容及び必要な対応）

○介護支援専門員に福祉用具貸与計画を交付していないため交付すること。

福祉用具貸与・介護予

防福祉用具貸与

福祉用具販売・介護予

防福祉用具販売

【運営に関する基準】

【指定福祉用具貸与の具体的取扱方針】

福祉用具専門相談員の行う福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるものとす

る。

一　指定福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具貸与計画に基づき、福祉用

具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるととも

に、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価

格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。

二～五　省略

六　指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の

異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。

（指導内容と必要な対応）

○全国平均貸与価格に関する情報が提供されていないため提供すること。

○同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報が提供されていないため提供すること。

○特に福祉用具貸与計画の更新時に上記の情報が提供されていないため留意すること。

全国平均貸与価格に関する情報の提供は平成30年10月1日から適用。

参考：貸与価格の上限の公表について

１　基準の性格

　基準においては、福祉用具の貸与価格が、当該福祉用具の全国平均貸与価格に当該福祉用具の全ての貸与価格の標準偏

差を加えることで算出される額（以下「貸与価格の上限」という。）を超えないこととしている。これを超えて福祉用具貸与を行った場

合、福祉用具貸与費は算定しない。

２　運用に当たっての留意事項

(1)　商品ごとの全国平均貸与価格の公表及び貸与価格の上限設定（以下、「上限設定等」という。）については、平成30年

10月から適用する。なお、新商品については、3月に1度の頻度で上限設定等を行う。

(2)　上限設定等については、3年に1度の頻度で見直しを行う。ただし、見直しを行うとき、上限設定等から経過した期間が1年未

満の新商品については見直しを行わず、次に見直しを行う年度に見直すこととする。

(3)　上限設定等を行うに当たっては、月平均100件以上の貸与件数となったことがある商品について適用する。

(4)　(1)から(3)については、施行後の実態も踏まえつつ、実施していくこととする。

（参照：福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について［平成30年3月22日　老高発0322第1号］）

※全国平均貸与価格及び上限価格が適用される商品及びその価格の掲載先について

　掲載先（厚生労働省ホームページ）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
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１　共通する指導事項

項目 指導事項 ポイント

　利用料が、利用者負担２割、３割の利用者に対応する
内容となっていない。

　一定以上の所得がある利用者の負担について、平成27年８月からは２
割負担、平成30年８月からは３割負担の支払いを受けることとされていま
す。
　運営規程又は重要事項説明書において、負担割合が２割及び３割負
担の利用者に対応していない事業所が見受けられましたので、再度、運
営規程及び重要事項説明書の記載内容を確認していただき、未対応の
事業所は速やかに修正してください。なお、運営規程を変更する場合は、
速やかに寝屋川市に届け出てください。

　重要事項説明書又は運営規程に記載のサービス内
容、利用料、加算が実態と相違している。

　サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に
対し、利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項（運営規
程の概要や勤務体制等）について説明し、同意を得なければなりません
が、説明した内容と実際のサービス、利用料金、算定している加算等の
実態が相違している事例が見受けられました。
　運営規程と重要事項説明書の記載内容は実態に即した内容とし、相違
がないかを定期的に確認し、常に整合を図るようにしてください。なお、運
営規程を変更する場合は、速やかに寝屋川市に届け出てください。

　運営規程と重要事項説明書の記載に相違がある。
・キャンセル料、交通費
・通常の実施地域
・営業日、従業員の勤務体制、員数　等

　特に、キャンセル料、交通費について、重要事項説明書にしか記載して
いない事例が見受けられました。
　運営規程と重要事項説明書の記載内容は実態に即した内容とし、記載
内容に相違がないかを定期的に確認するなど、常に整合を図るようにし
てください。なお、記載内容の整合の確認の結果、運営規程を変更する
場合は、速やかに寝屋川市に届け出てください。

　重要事項説明書に記載すべき項目に不足がある。
・サービスの第三者評価の実施状況

　サービスの第三者評価の実施状況について、重要事項説明書に記載
していない事例が見受けられました。
　適宜、重要事項説明書の記載内容を確認していただき、記載すべき項
目に不足がある場合は速やかに修正してください。

重要事項説明書
及び運営規程

令和５年度　指定居宅サービス事業者等運営指導　主な指導事項一覧
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項目 指導事項 ポイント

・サービスに係る個別サービス計画が居宅サービス計画
に基づいた内容となっていない。
・個別サービス計画作成後、実施状況の把握を行い、必
要に応じて個別サービス計画を見直ししていない。

　サービスに係る個別サービス計画は、サービス担当者会議等から、
サービス提供により利用者が解決すべき課題を適切に把握した上で、作
成するようにしてください。
　また、管理者等はサービス提供に当たっては、個別サービス計画に基
づき行われるよう適切に管理・監督を行ってください。
　なお、個別サービス計画を作成せずに行うサービス及び個別サービス
計画に基づかないサービスについては、適切なサービスとは認められな
いため、介護給付費及び利用者負担の請求はできません。

　利用者又はその家族に個別サービス計画がサービス
提供前に交付されていない。

　個別サービス計画を作成（変更を含む。）した場合は、当該計画が居宅
サービス計画に沿ったものであるかを確認したうえで、当該計画の目標
及び内容等について利用者又はその家族に説明し、サービスを提供す
る前に必ず交付してください。

　要支援者に対するサービスに係る介護予防の個別
サービス計画にサービスの提供を行う期間が記載されて
いない。

　介護予防のサービスに係る個別サービス計画には、当該計画でサービ
スの提供を行う期間を記載してください。
　また、サービスの提供を行う期間が終了するまでに、１回はモニタリン
グ（※）を行い、当該計画に定める目標の達成状況等の把握を行ってくだ
さい。
※サービス計画の実施状況等を把握し、記録を作成すること。

【居宅介護支援】
　居宅サービス計画の作成時におけるアセスメントにお
いて、把握すべき課題分析標準項目（23項目）のうち、記
録する項目が不足している。
　なお、把握すべき課題標準項目について、令和5年10
月に改訂が行われている。

　居宅サービス計画の作成時におけるアセスメント（※）の項目が課題分
析標準項目の全てを具備しているかを確認していただき、不足がある場
合は、速やかに改善してください。（介護サービス計画書の様式及び課題
分析標準項目について（平成11年老企第29号別添））
※利用者の状況を把握・分析し、解決すべき課題を明らかにすること。

居宅サービス計画
個別サービス計画
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項目 指導事項 ポイント

　サービスの内容、サービスの提供時間又はサービス提
供者の氏名が実態と相違している。

　利用者が支払うべき利用料の額の適正を確保するためには、事業者に
おいて利用者に対して提供したサービスの具体的内容を適切に記録しな
ければなりません。
　記録の内容が実態と相違している場合は、適切なサービスとは認めら
れないため、介護給付費及び利用者負担の請求はできません。

【認知症対応型共同生活介護】
　被保険者証に入居の年月日又は入居している住居の
名称を、退去時に退去の年月日を記載していない。

　居宅療養管理指導以外の居宅サービス給付及び施設サービス給付を
受けることができないことから、他の事業者等が確認できるよう入居に際
しては入居の年月日及び住居の名称を、退去に際しては退去の年月日
を記載してください。

サービスの実施状況
の把握・評価

　提供したサービスについて、目標達成の度合いや利用
者及びその家族の満足度等について評価されていない。

　サービスの提供に当たっては、目標への達成度合いや満足度などにつ
いて常に確認し、必要に応じて個別サービス計画を修正するなど、その
改善を図るようにしてください。

サービスの質の評価
　提供するサービスの質について、自己評価とこれに基
づく改善が行われていない。

　評価の方法は任意ですが、自己評価シートの作成、利用者等へのアン
ケート調査等により、事業所が提供するサービスの質の評価を行い、常
にその改善を図るようにしてください。

管理者の責務
　事業所の従業者及び業務の管理が一元的に行われて
いない。

　従業者の出退勤の管理やシフト等による業務管理が行われていない
事例が見受けられました。管理者は、従業者の管理及び業務の実施状
況の把握その他の管理を一元的に行ってください。また、従業者に運営
基準を遵守させるための指揮命令を適切に行ってください。

サービスの提供の記
録
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項目 指導事項 ポイント

　雇用契約書、労働条件通知書等によって、事業所の従
業者であること及びそれらの者が管理者の指揮命令下
にあることが明確になっていない。

　雇用契約書、労働条件通知書等に就業場所（事業所名）、職種等（介
護職員等）を明記し、管理者の指揮命令下にあることを明確にしてくださ
い。

　職場において行われる性的な言動又は優越的な関係
を背景とした言動におけるセクシュアルハラスメントやパ
ワーハラスメントの防止のための雇用管理上の措置を講
じていない。

　職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行っ
てはならない旨の方針を明確化し、周知啓発するとともに、相談への対
応をあらかじめ定め周知してください。

秘密保持
　従業者又は従業者でなくなった者に対して、業務上知り
得た利用者及び利用者の家族の秘密を漏らさないため
の必要な措置がとられていない。

　従業者又は従業者でなくなった後においても、秘密を保持すべき旨を
雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの措置を
講じてください。

苦情処理 　苦情についての記録が整備されていない。

　事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、苦情の受付日、内
容等を記録するとともに、苦情がサービスの質の向上を図るうえで重要
な情報であると認識し、苦情の内容を踏まえサービスの質の向上に向け
た取り組みを行ってください。

地域との連携等

【認知症対応型共同生活介護】
　運営推進会議において、利用者、利用者の家族、地域
住民の代表者、指定認知症対応型共同生活介護事業所
が所在する職員又は当該指定認知症対応型共同生活
介護事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援セ
ンターの職員、認知症対応型共同生活介護について知
見を有する者等により構成していない

　「運営推進会議」は利用者、地域住民の代表者等に対して、サービス内
容等を明らかにすることにより利用者の「抱え込み」を防止し、サービス
の質の確保を目的としてを設置するもので、適切な者で構成してくださ
い。

業務管理体制整備
に関する届出（変更
含む。）

　介護保険法の規定に基づき、介護サービス事業者には、法令遵守等
の業務管理体制の整備が義務付けられています。整備すべき業務管理
体制は事業所数に応じて定められています。令和３年４月１日から、事業
所が寝屋川市のみに所在する事業者は、届出先が寝屋川市へと変更さ
れています。

勤務体制
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２　特に注意していただきたい指導事項

項目 指導事項 ポイント

【（介護予防）認知症対応型共同生活介護】
　代表者について、「認知症対応型サービス事業開設者
研修」を修了していない。

　認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、代表者としての資質
を確保するため、「認知症対応型サービス事業開設者研修」を修了して
いる必要があります。

【（介護予防）福祉用具貸与】
　福祉用具専門相談員の員数が常勤換算方法で２以上
となっていない月が複数月見受けられた。

福祉用具貸与の事業を行う者が、事業所ごとに置くべき福祉用具専門相
談員の員数は常勤換算方法で２以上です。

 介護報酬
 （特定事業所加算）

　特定事業所加算について、以下の要件を満たしていな
い。
・当該事業所の全てのサービス提供責任者が３年以上
の実務経験を有する介護福祉士又は５年以上の実務経
験を有する実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研
修課程修了者若しくは１級課程修了者であることの確認
が不十分である。
・利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たって
の留意事項の伝達又は当該事業所における訪問介護員
等の技術指導を目的とした会議について、開催状況の概
要の記録が作成されていない。
・健康診断について、少なくとも１年以内ごとに１回、事業
主負担により実施していない職員が見受けられた。
・当該事業所における緊急時の対応方針、緊急時の連
絡先及び対応可能時間等を記載した文書を利用者に交
付し、説明していない。
・サービス提供に当たって、サービス提供責任者が、訪
問介護員に対し文書等確実な方法により伝達してから開
始する必要がある利用者の情報やサービス提供に当
たっての留意事項について、内容が不足している。

　特定事業所加算を算定するに当たっては、加算の区分に応じて複数の
要件の全てを満たす必要があります。
　再度、加算の要件を御確認していただき、加算の要件に適合した、適
切な運営を行ってください。

人員に関する基準
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項目 指導事項 ポイント

 介護報酬
 （個別機能訓練加
算）

　個別機能訓練加算について、以下の要件を満たしてい
ない。
【通所介護】
　・個別機能訓練計画の作成・見直しに当たり必要とな
る、３か月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用
者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状
況）を確認したことが確認できない。
・個別機能訓練実施後の、個別機能訓練項目や訓練実
施時間、個別機能訓練の効果等について評価を行った
ことが確認できない。
・機能訓練指導員が配置される曜日があらかじめ定めら
れ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されていない。

　個別機能訓練加算を算定するに当たっては、加算の区分に応じて複数
の要件の全てを満たす必要があります。
　再度、加算の要件を御確認していただき、加算の要件に適合した、適
切な運営を行ってください。

 介護報酬
 （認知症専門ケア加
算）

　認知症専門ケア加算について、以下の要件を満たして
いない。
【（介護予防）認知症対応型共同生活介護】
・算定の対象となる「日常生活に支障を来すおそれのあ
る症状又は行動が認められることから介護を必要とする
認知症の者（日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該
当する者）」であることが確認できないにもかかわらず、
算定している。
・日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が
認められることから介護を必要とする認知症の者の占め
る割合が２分の１以上であることを確認していない。
・事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事
項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催し
ていない。

　認知症専門ケア加算を算定するに当たっては、加算の区分に応じて複
数の要件の全てを満たす必要があります。
　再度、加算の要件を御確認していただき、加算の要件に適合した、適
切な運営を行ってください。
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項目 指導事項 ポイント

 介護報酬
 （退去時相談援助
加算）

　退去時相談援助加算の要件を満たしていない。
【（介護予防）認知症対応型共同生活介護】
　退居して病院へ入院する場合や、他の介護保険施設
へ入所する場合は、当該加算を算定できないにもかかわ
らず算定している

　加算の要件を御確認していただき、加算の要件に適合した、適切な運
営を行ってください。

 介護報酬
 （医療連携体制加
算）

　医療連携体制加算について、以下の要件を満たしてい
ない。
【（介護予防）認知症対応型共同生活介護】
・重度化した場合の対応に係る指針の内容が不十分で
あった。
・訪問看護ステーションとの連携により、看護師を１名以
上確保していることが確認できない。

　医療連携体制加算を算定するに当たっては、加算の区分に応じて複数
の要件の全てを満たす必要があります。
　再度、加算の要件を御確認していただき、加算の要件に適合した、適
切な運営を行ってください。

 介護報酬
 （入浴介助加算）

　入浴介助加算の要件を満たしていない。
【通所介護】
　入浴を行っていることが確認できない。

　入浴介助加算を算定するに当たっては、加算の区分に応じて複数の要
件の全てを満たす必要があります。
　再度、加算の要件を御確認していただき、加算の要件に適合した、適
切な運営を行ってください。

 介護報酬
 （口腔衛生管理体
制加算）

　口腔衛生管理体制加算について、以下の要件を満たし
ていない。
【（介護予防）認知症対応型共同生活介護】
・口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていない。
・歯科医師が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的
助言及び指導を行うに当たっては、歯科訪問診療等の実
施時間以外の時間帯に行っていない。

　加算の要件を御確認していただき、加算の要件に適合した、適切な運
営を行ってください。
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項目 指導事項 ポイント

 介護報酬
 （初回加算）

　初回加算の要件を満たしていない。
【居宅介護支援】
　連続した３月を算定していた事例が見受けられた。

　加算の要件を御確認していただき、加算の要件に適合した、適切な運
営を行ってください。

 介護報酬
 （科学的介護推進
体制加算）

　科学的介護推進体制加算の要件を満たしていない。
【通所サービス、居住サービス及び多機能サービス】
　LIFEへの情報を提出すべき月について、情報の提出が
行われていない。

　利用者ごとのADL値（ADLの評価に基づき測定した値）、栄養状態、口
腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な
情報をLIFEを用いて厚生労働省に提出しなければなりません。次の各号
に定める月の翌月10日までに提出してください。
⑴　算定開始月においてサービスを利用している者については、当該
　算定開始月
⑵　算定開始月の翌月以降にサービスの利用を開始した者について
　は、当該サービスの利用を開始した日の属する月
⑶　⑴又は⑵の月のほか、少なくとも６月ごと
⑷　サービスの利用を終了する日の属する月

 介護報酬
 （口腔・栄養スクリー
ニング加算）

　口腔・栄養スクリーニング加算の要件を満たしていな
い。
【（介護予防）認知症対応型共同生活介護】
　「利用者の口腔の健康状態に関する情報及び利用者
の栄養状態に関する情報を当該利用者を担当する介護
支援専門員に提供していること」について、確認すること
ができない。

　加算の要件を御確認していただき、加算の要件に適合した、適切な運
営を行ってください。
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項目 指導事項 ポイント

 介護報酬
 （看取り介護加算）

　看取り介護加算について、以下の要件を満たしていな
い。
【（介護予防）認知症対応型共同生活介護】
・看取りに関する指針の内容が不十分である。
・看取りに関する指針について、入居の際に、利用者又
はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意
を得ていない。
・看取りに関する職員研修が実施されていない。

　看取り介護加算を算定するに当たっては、加算の区分に応じて複数の
要件の全てを満たす必要があります。
　加算の要件を御確認していただき、加算の要件に適合した、適切な運
営を行ってください。

身体的拘束等の適
正化

【（介護予防）認知症対応型共同生活介護】
・「身体的拘束等の適正化のための指針」に必要な項目
が盛り込まれていない。
・「身体的拘束等の適正化のための指針」に基づいた研
修プログラムを作成し、定期的（年２回以上）な教育を実
施していない。

　利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを
得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはなりません。
　身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の
心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければなりません。
　また、事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、身体的拘束適正
化検討委員会の設置等の措置を講じなければなりません。
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○ 法令遵守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備を義務付けることにより、指定取消事案
などの不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図る。

（業務管理体制整備の内容）

20未満

法令遵守責任者の選任

２０以上１００未満

法令遵守責任者の選任

法令遵守
マニュアルの整備

法令遵守責任者の選任

100以上

法令遵守
マニュアルの整備

法令遵守
に係る監査

区 分 届出先

① 指定事業所が３以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣

② 指定事業所が２以上の都道府県に所在し、かつ、２以下の地方厚生

局管轄区域に所在する事業者
主たる事務所の所在地の都道府県知事

③ 指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長

④ 指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者（※２） 中核市の長

⑤ 地域密着型サービスのみを行う事業者で、指定事業所が

同一市町村内にのみ所在する事業者
市町村長

⑥ ①から⑤以外の事業者 都道府県知事

【届出先】

指定又は許可を受けて
いる事業所数（※１）

（※１） 事業所数には、介護予防事業所は含むが、みなし事業所及び総合事業における介護予防・生活支援サービス事業所は、含まない。
（みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス（居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハ及び通所リハ）であって、健康保険法の指定があったとき、
介護保険法の指定があったものとみなされている事業所のこと。

（※２）指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合の事業者を除く。（届出先は、都道府県知事） １

１ 介護保険事業者における業務管理体制の整備と届出先
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２ 業務管理体制の整備

方針の策定

規程・体制
の整備

評価・改善

【法令等遵守※１態勢※２の概念図】
【事業所数１００以上の事業者】

○法令遵守責任者の選任

○法令遵守規程の整備

○法令遵守に係る監査の実施

【事業所数２０以上１００未満の事業者】

○法令遵守責任者の選任

○法令遵守規程の整備

【事業所数２０未満の事業者】

○法令遵守責任者の選任

〈事業者自らの取り組み〉 〈法令による義務付け〉

業務管理体制は、事業者自ら組織形態に見合った合理的な体制を整備するものであ
り、事業者の規模や法人種別等により異なるものであること。また、省令で定める整備
の基準は、事業者が整備する法令等遵守態勢の一部であることに留意する。

※１ 法令等遵守とは、単に法令や通達のみを遵守するのではなく、事業を実施する上で必要な法令の目的（社会的要請）や社会通念に沿った適応を
考慮したもの。

※ ２ 「態勢」とは、組織の様式（体制）だけでなく、法令等遵守に対する姿勢や体制づくりへの取組みを指している。

（ＰＬＡＮ）

（ＤＯ）

（ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮ）

２
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３ 業務管理体制の監督体制等

介護サービス事業者

業務管理体制の監督権者

【国】

指定事業所又は施設が３以上

の地方厚生局の管轄区域に

所在する事業者

【市町村】

地域密着型サービスの
みを行う事業者で、指
定事業所が同一市町村
内に所在する事業者

【都道府県】

同一都道府県内に指定事
業所又は施設が所在する
事業者及び事業所が二以
上の都道府県に所在する事
業者で、当該都道府県に法
人本部が所在する事業者
（３以上の地方厚生局管轄
区域に事業所が所在する事
業者を除く）

事業所等の指定等権者

【都道府県】

・居宅サービス事業所

・介護予防支援事業所

・介護保険施設

【市町村】

・地域密着型サービス事業所

・居宅介護支援事業所

居宅サービス事業所介護保険施設

地域密着型サービス
事業所

・業務管理体制の整備に関する届出
（法第１１５条の３２第２項）

・事務に関する報告、助言・勧告（法第１９７条第２項）

・報告、質問、立入検査の実施
（法第１１５条の３３）

・指定事業所等の
監査の実施等

等

（法第１１５条の３３第２項）

（法第１１５条の３３第３項 等）

・指定事業所等の監査情報の提供

・報告等の権限行使の際の連携

・指定等権者からの報告等実施の要請 等
・勧告、命令等（法第１１５条の３４）

（法第７６条第１項 等）

【指定都市】

指定事業
所又は施
設が同一
市指定都
市の区域
に所在す
る事業者

（法第197条第3項）
・事務に関する報告、助言・勧告

３

指定事業
所又は施
設が同一
市中核市
の区域に
所在する
事業者

【中核市】

届出に関する連携（法第１１５条の３２第５項）

【指定都市・中核市】
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特別検査

指
定
権
者
に
よ
る
指
定
事
業
所
の
監
査
に
お
い
て

事
業
所
の
指
定
取
消
処
分
相
当
事
案
発
覚

事
業
者
本
部
等
へ
の
立
入
検
査
等

改

善

勧

告

改善報告書提出

期限内に勧告に従わなかったときは、
その旨「公表」することができる

弁
明
の
機
会
の
付
与

改

善

命

令

公

示

都
道
府
県
等
に
立
入
検
査
等
の
結
果
通
知

他
の
指
定
事
業
所
の
指
定
・更
新
の
拒
否

（指定介護サービス事業所の指定取消処分相当事案が発覚した場合に実施）

正当な理由がなくてそ
の勧告に係る措置を
とらなかったとき公表

改善報告書提出

命令違反
したとき

当
該
事
業
所

の
指
定
取
消

組織的関与が認め
られた場合

（連
座
制
の
適
用
判
断
）

組織的関与が認めら
れなかった場合

他
の
事
業
所

は
指
定
・更
新

不備が認めら
れたとき

一般検査

報
告
等
を
求
め
届
出
内
容
の
確
認

出
頭
を
求
め
運
用
状
況
を
聴
取

事
業
者
本
部
等
へ
の
立
入
検
査

改善報告書提出

改善が見込まれない
とき

※ 効率的かつ効果的に実施する観点から、分けて実施することなく、
事業者側に出向き報告等を聴取することは差し支えない。
ただし、これは報告の徴収等であり立入検査ではないことに留意する。

以降の手順等については、
特別検査に同じ。

（届出のあった業務管理体制の整備・運用状況を確認するために定期的に実施）

４

４ 業務管理体制整備等の監督方法
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５ 業務管理体制を構築するプロセスと監督のイメージ

（会社法により求められる内部統制システム）

株主総会

取締役会

代表取締役等

各事業部門・
事業所等

（監督）

（A）基本方針の決議

（監督）

（Ｂ）内部統制システム体制
（業務管理体制含む）の整備

・リスク管理体制

・情報の保存、管理体制

・監査の実効性確保体制

等

（指示）

（報告）

（報告）

監査役

（Ｄ）（Aにつき）
事業報告

(E）監査報告

会
計
監
査
人

（連絡）

（Ｃ）（A、Ｂに
つき）監査

取締役 A 内部統制システムの基本方針の決議

代表取締役 Ｂ （Aを受け）内部統制システムの体制の整備
Ｄ Aの概要を事業報告に記載し、取締役会を経て株主総会に報告

監査役 Ｃ （A、Ｂにつき）監査
E （Ｃにつき）株主総会に監査報告

【立入検査での法令等遵守態勢の確認の視点】

１ 方針の策定

①法令等遵守の状況を的確に認識し、法令等遵守態勢の
整備・確立に向けた方針及び具体的な方針を検討している
か。

②法令等遵守に係る基本方針を定め組織全体に周知させ
ているか。

③方針策定のプロセスの有効性を検証し、適時に見直して
いるか。

２ 内部規程・組織体制の整備

①法令等遵守方針に則り、内部規程等を策定させ組織内
に周知させているか。

②法令等遵守に関する事項を一元的に管理する態勢（体
制）を整備しているか。

③各事業部門等に対し、遵守すべき法令等、内部規程等
を周知させ、遵守させる態勢を整備しているか。

３ 評価・改善活動

①法令等遵守の状況を的確に分析し、法令等遵守態勢の
実効性の評価を行った上で、問題点等について検証してい
るか。

②検証の結果に基づき、改善する態勢を整備しているか。

届
出
・運
用
状
況
確
認
等

・法令等遵守体制

５（注） システムの図は、監査役設置会社をベースとし一例示したものであり、事業者
の規模や法人種別等により異なることに留意すること。
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業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について 

 

介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 115 条の 32 に基づく業務管理体制の

整備に係る届出については、従来、届出書の郵送等により提出をいただいている

ところですが、今般、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働

省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」（以下、「届出システム」

という。）が構築され、電子申請等による届出が可能となりました。 

なお、届出システムの運用開始後についても従来どおり、郵送等による届出は

可能です。 

【業務管理体制の整備に関する届出システムＵＲＬ】 

 https://www.laicomea.org/laicomea/ 

届出システムによる届出方法や操作方法につきましては、操作マニュアルを御

確認ください。 

※ 操作マニュアルは、届出システムよりダウンロードし、閲覧が可能です。 

 

【参考】業務管理体制の整備に関する届出が必要な場合 

 介護保険法に基づき、全ての事業者は、業務管理体制を整備し、事業所等の

展開の状況に応じ、以下１の事項について、関係行政機関に届け出る必要があ

ります。（介護保険法第 115 条の 32 第１項及び第２項） 

 また、以下の１又は２の事項に変更がある場合についても、届出が必要とな

ります。（介護保険法第 115 条の 32 第３項） 

１ 介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）第 140 条の 40 第１項

第１号から第４号に基づく届出事項 

第１号 事業者「名称」、「主たる事務所の所在地」、代表者「氏名」、「生年

月日」、「住所」、「職名」 

第２号 法令遵守責任者の氏名（フリガナ）及び生年月日 

第３号 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 

第４号 業務執行の状況の監査の方法の概要 

２ 介護保険法第 115 条の 32 第２項各号に掲げる区分の変更（届出先の変更） 

事業所等の指定等により、事業者が管理する事業所が増減し、事業展開地

域が変更となり、届出先区分の変更が生じた場合 

◆詳細は、寝屋川市福祉部指導監査課のホームページを御確認ください。 

https://www.laicomea.org/laicomea/

